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BIMライブラリーコンソーシアム 


第１５回 運用部会 議事次第 
 


 


日時：平成 31年 2月 25日(月)15:00～16:30 


場所：株式会社コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室 


 


 


１．開会 


BLC入会企業のご紹介 


株式会社梓設計（オブザーバー参加） 


日鐵住金建材株式会社（  〃  ） 


株式会社 FMシステム（  〃  ） 


 


２．議事 


（１） 第 14回運用部会（11/26）議事録（案）確認   【資料 運 15-2】 


 


（２） 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）について 


・BIMオブジェクトライブラリの運用システムの試作検討業務  【資料 運 15-3】 


 


（３） 各規約の検討 


・基本規約事項 検討表      【資料 運 15-4】 


・構築・運用契約 検討表      【資料 運 15-5】 


・基本規約+4規約現行案      【参考資料】 


 


３．その他 


・今後の作業内容、スケジュール等について    【資料 運 15-6】 


・モニタリングに関する検討 


・契約文書としての確定作業 


・特許事務所への調査等委託 


 


・会議資料一覧 


【資料 運 15-1】 第 15回運用部会議事次第 


【資料 運 15-2】 第 14回運用部会議事録（案） 


【資料 運 15-3】 PRISM関連資料 


【資料 運 15-4】 基本規約事項 対応表 


【資料 運 15-5】 構築・運用契約 対応表 


【資料 運 15-6】 平成 31年度スケジュール 


【参考資料】 基本規約＋４規約現行案（2018年 10月臨時総会報告と同一） 


 


・次回 


日 時：2019年 月 日（月）  ：  ～  ： 


場 所：株式会社コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室を予定 


 


資料 運 15-1 
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第 14 回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録（案） 


 


日 時 ： 平成 30 年 11 月 26 日（木） 15:00～16:30 


場 所 ： 四谷・(株)コンピューターシステム研究所 GSA 事業部 会議室 


出席者 ： 14 名 


第 13 回運用部会参加者リスト 


首都大学東京 山本 康友 〇 (一社)buildingSMART Japan 榊原 克巳 〇 


(一社)buildingSMART Japan 山下 純一  (株)CADネットワークサービス 南谷 親良  


(一財)建築保全センター 寺本 英治 〇 (株)CADネットワークサービス 増田 甲介  


大森法律事務所 大森 文彦 〇 (有組)C-PES研究会 安孫子義彦  


(株)大塚商会 水野 一哉  (株)ＣＰＣ 宮田 信彦  


河村電器産業(株) 榎 寿哲 〇 (株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一  


グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ  (株)安井ファシリティーズ 繁戸 和幸  


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之 〇 凸版印刷㈱ 馬地 宏一  


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治 〇 大日本印刷㈱ 田崎 誠  


(株)構造計画研究所 緒方 翼  大日本印刷㈱ 吉田 集  


(株)構造計画研究所 鎌田丈史  応用技術(株) 近藤伸一 〇 


鹿島建設(株) 安井 好広  (株)CADネットワークサービス 清橋 裕 〇 


(地法)日本下水道事業団 金澤純太郎  (株)CADネットワークサービス 佐久間かおる  


(地法)日本下水道事業団 新井 知明  （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司  


日本メックス(株) 野口 順二 〇 (公社)日本建築家協会 藤沼 傑  


（株）中電工 宮川 久  (公社)日本建築士連合会 木村 行道  


（株）中電工 田中 佑樹  (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治  


日比谷総合設備（株） 下田中龍宏  (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志 〇 


(株)キャディアン 笠原 靖子  （国研開）建築研究所 高橋 暁  


(株)キャディアン 山﨑 裕子  （国研開）建築研究所 武藤 正樹  


(株)キャディアン 中野 健成  (公社)日本建築積算協会 森谷 靖彦  


(株)キャディアン 植松良太     


野原ホールディング㈱ 能勢平太郎     


   (一財)建築保全センター 池田 雅和 〇 


   (一財)建築保全センター 山中 隆 〇 


   (一財)建築保全センター 渋田 玲 〇 


資料 運 15-2 
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 配布資料一覧 


【資料 運 14-1 第 14 回運用部会議事次第】 


【資料 運 14-2 第 13 回運用部会議事録（案）】 


【資料 運 14-3 BLC-BIM オブジェクト標準（Version1.0）報告書抜粋】 


【資料 運 14-4 主要な質問とその回答】 


【資料 運 14-5 各規約の検討事項】 


【資料 運 14-6 基本規約＋4 規約原稿案】 


【資料 運 14-7 新聞記事】 


【資料 運 14-8 平成 30 年度 BLC 各部会等の開催スケジュール（案）】 


 


 議事（１）第 13 回運用部会（9/20）議事録（案）確認 


【資料 運 14-2】の読み合わせ確認を行った。（BLC 事務局/渋田） 


質疑：アンケート回答の集計結果について、69％賛成とあるが、反対はあったのか。 


→賛成以外は「一部修正して賛成」「わからない」であり、「反対」という回答は無し。 


 


 議事（２）10 月 4 日臨時総会等の報告 


・ 10 月 4 日 BLC 臨時総会において、「BLC-BIM オブジェクト標準（Version1.0）報告書【資料 運


14-3】」の内容について説明を行い、合意したことを報告した。 


・ 10 月 16～19 日 buildingSMART International Standards Summit, Tokyo の製品部会でオブジェクト


標準の骨子を紹介した。中身についての質問はなかったが、IFC4 に対応するためにポートが必要で


コストが上がるという意見があった。 


・ 【資料 運 14-4 主要な質問とその回答】について、運用部会に関連する部分を抜粋し、読み上げ確


認し、オブジェクトの登録情報の責任、改変の可否と著作権、費用負担の考え方などについて回答


事項の説明を行った。 


・BLC 登録時の審査は入力形式の正しさをチェックするものであり、登録内容の責任は登録者にあ


る。登録内容の正しさについては、モニタリング委員会を設置し、抜き取り検査を予定している。 


・BLC マーク付きオブジェクトの改変について、ユーザーによる改変は許諾するが、BLC マーク


は削除され、規約の対象外となる。改変した場合にも原著作権は残るものとする。 


→オブジェクトの改変について、ユーザーによるカスタマイズ時に BLC マークを自動で削除


することはできない。規約で外すことを義務付けるべき。（榊原） 


・第三者への無断提供、不正なデータ変更の判断基準については未確定のため、規約に記載を検討


する。 


・ライブラリーへの製品登録は BLC 会員限定とする。 


・ライブラリーのスケジュールについて、2018 年度は STEM を改良した試行サイトでのジェネ


リックオブジェクト試作の実験サイトの仕様作成、2019 年度は試行サイトの改良とメーカーオブ
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ジェクト試作、実験サイトの構築を行う。実験サイトの公開は 2020 年 4 月を目標とし、年明け


に他の要因が明確になれば確定する。 


・試行･実験段階では会員のデータ登録は無料とする。公開時の費用負担について、メーカー･ユー


ザーに対し、運用・維持のための費用負担を予定している。 


 


 議事（３）アンケートの質問・回答に伴う各規約の検討事項について 


 費用負担の記載 


事務局：運営費用の負担を明記したことに関して、各規約への記載事項に反映する必要がある。【提供


契約 4 条 1 項】ならびに【作成･利用契約 4 条 1 項】に「BIM オブジェクトを(略)ユーザーが


無償で使用することを認める」としているが、修正の必要があるかどうか。 


榊原： 【利用規約 2 条３項】にも「無償でアクセスし～」とある。 


寺本： 「使用」という言葉の定義を明確にする必要がある。ダウンロードすることか、プロジェクト


に使うことか。ダウンロードが無償でも追加サービスは有償のケースもあり、一律に無償とは


いかない。 


榊原： 企業ユーザーがライブラリーからダウンロードしたオブジェクトを自社内サーバーに保管し、


社内での利用はそのサーバーからという形態もあり得る。多様な利用形態を想定する必要があ


る。 


事務局：ライセンスやサービスの形態にも依存し、一律に決められない。在り方部会での検討が必要。 


寺本： 試行期間で検証していかなければならない事項でもある。 


榊原： 有償を前提として作成しておき、附則で無償時期を区切るという方法はある。 


野口： 前提として費用負担を伴うが、本文には有償/無償を記載せず、後日附則や別規約で定義する。


課金方式もデータ量で課金するのは作業負担が大きい。法人会員・個人会員・人数などで定義


する。料金は総会で決議を取り、状況次第で変更可能としておくことを提案する。 


大森： 会員の会費負担は前提として各規約を作成し、追加サービスの範囲と料金は別途規約を定め、


コスト・ニーズのバランスを見ながらアップデートしていくのがよい。 


 ジェネリックオブジェクトの改変・再登録について 


事務局：ジェネリックオブジェクトの改変・再登録が可能であるとを回答したことについて、関連規約 


（【提供契約 4 条 3 項・5 条 1～3 項】【作成･利用契約 4 条 3 項・5 条 1～3 項】）の変更は必


要か。 


榊原： 【提供契約 5 条 2 項】「オブジェクト内部にコメントを残す」は BLC マークのことか。 


事務局：規約案作成時点ではマーク付与の検討はしておらず、一次著作の所在を示すコメントである。 


大森： 【提供契約 4 条 3 項】「ユーザーが加工して作成することを認める」は二次著作物を認める項


目になるが、初期の情報が間違っていれば二次･三次も間違ったままとなる。情報の正確性の


責任の所在を規定しないと問題になることがある。改変が広まるに従って誤った情報が青天井


に拡がる可能性がある。 
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寺本： 基本的には情報の内容は原著作者の責任としている。 


榊原： 登録時の形式的な検証とモニタリング委員会の抜き取り検査は行うが見えない瑕疵について責


任は持てない。 


大森： 情報の正確性の担保できる限度を明記しなければならない。 


平野： ソフトウェア会社の提供しているライブラリーの内容も一切保証していない。 


事務局：【基本規約第 10 条】免責「BIM オブジェクトに不具合があった場合も、当法人およびオブ


ジェクト提供者はユーザーに対し責任を負わない」では不十分か？ 


榊原： 不具合が明らかになれば公表する義務はある。 


事務局：ジェネリックオブジェクトを改変して使用する際はマーク削除を義務づける。テクニカルな部


分はソフトベンダーとも検討する。 


改変したものを再登録する際には二次的著作物の権利は求めないことを明記する。 


 不具合データの修正 


事務局：アンケートにライブラリーがどの程度の頻度で更新されるのか、また更新された場合の連絡は


あるのか質問があった。【利用規約第 5 条】【提供契約第 7 条】に関連する記述があるが、時


期・頻度を明記しなくて良いか。また、電子メールで知らせると記載しているが、都度配信す


ると煩雑にならないか。 


榊原： 費用負担と同様に、細かく書かない方法もある。 


野口： 知らせる方が親切ではあるが、更新情報を Web サイトに掲載して閲覧してもらう方法が簡単


と思われる。多数への配信やメールアドレスの管理に労力がかかる。 


 新聞記事の紹介 


事務局：建設通信新聞（2018 年 11 月 12 日付記事）「BIM データ活用技術開発に PRISM 活用」、建


設工業新聞（同）「BIM データ活用へ技術開発」の記事が掲載された。 


建築研究所が官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）の予算を受け、BIM プラット


フォームや建築確認申請の自動化に関する研究開発に取り組み、企画提案を公募中である。 


 その他 


寺本： これ以降は有料･無料、サービスレベルから決まる部分が多い。 


山本： 在り方部会と連携をしながら議論を深める。 


榊原： 有償を前提としてある程度決め打ちしてもよい。 


野口： BLC ならではの用語が多く、新たに参入した方が理解しづらいのではないか。用語集を作る取


り組みなどはあるか。 


寺本： 一部は報告書内に説明があるが、作りたいと考えている。 


 今年度部会スケジュールについて 


【資料 運 14-8 平成 30 年度開催スケジュール】 


第 15 回運用部会 平成 31 年 2 月 25 日（月）15:00～16:30 四谷 CST 会議室 








BIM オブジェクトライブラリの運用システム
の試作検討業務


業務内容 本業務は、BIM オブジェクトライブラリを核とした実施設計、生産設計
間における情報連携を可能とするシナリオ（案）の策定を目的とした、BIM オブ
ジェクトライブラリデータおよび配信環境について試作をし、運用可能なシステ
ムとして構築するための検討作業を行い、運用上の課題抽出と整理を行う。
業務期間 2019年1月10日~2019年3 月15 日
主な業務仕様
1) BIM オブジェクトライブラリデータの試作


1)-1 試作対象とする部位・部品のオブジェクトライブラリデータのデータ
サイズ、データフォーマット、収蔵すべき属性情報項目構成等の整理


1)-2 試作対象となる部位・部品を代表するライブラリデータの作成
1)-3 試作対象となる部位・部品の個別具体のライブラリデータの効率的な作成


2) BIM オブジェクトライブラリデータの配信環境の検討
2)-1 データ配信環境に必要となる情報システムの要件、技術的仕様の整理
2)-2 データ連携環境の検討・整理


3) BIM オブジェクトライブラリの運用システムの試作
3)-1 BIM オブジェクトライブラリの運用システムの試作と試用
3)-2 試用の結果を踏まえた、運用上の課題抽出と整理
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官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）の概要


•主管 内閣府


http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html


•概要
平成28 年12 月に総合科学技術・イノベーション会議と 経済財政諮問会
議が合同で取りまとめた「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシア
ティブ」に基づき、 600 兆円経済の実現に向けた最大のエンジンである
科学技術イノベーションの創出に向け、官民の研究開発投資の拡大等を
目指して、平成30 年度に創設された制度


→PRISMを用いて従来施策の早期の社会実装を加速させる。


•ターゲット領域
• 革新的サイバー空間基盤技術


• 革新的フィジカル空間基盤技術


• 革新的建設・インフラ維持管理技術／革新的防災・減災技術


国土交通省課題として、「i-constructionの推進」(5ヵ年）等が設置されている。



http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html





建築プロジェクト管理を省力化、高度化するBIMデータ活用 （PRISM）


背景・現状


施工出来形と設計との整合確認は、人手に寄らざるを得ない状況
現在のBIMは、事業者ごとにバラバラなシステムで運用され、設計
から維持管理に至るまでの情報共有が行われる形になっていない。


課題と目標


対象施策 BIMを用いた建築確認検査業務等の合理化


○BIM設計情報の建築確認審査等への情報交換法の開発


○出来形の確認記録情報の建築確認検査等での活用要領（案）
の策定


各ステージで必要となるBIMデータ


PRISM 施工管理の省力化、自動化に向けた情報基盤


① 設計BIMデータに付随させる情報（IFC*情報）の特定


② 設計と施工との整合性判定技術の開発


③ 建築プロジェクト管理におけるエビデンスの管理支援技術の開発


（*IFC：建物の部位を表現する3次元形状とその属性情報を収蔵するISO標準書式）


建築分野におけるBIM活用のためのプラットホームの構築


○ IFC情報のプロパティの共有化による情報伝達の合理化


○ 建築に係る様々な主体によるBIMデータの利活用促進


プロジェクト、事業者毎にローカルな取り組み、システムとなっ
ているBIMの共通基盤を形成することにより、BIMにかかる各
事業者の研究開発、技術活用の促進が期待される。


補修履歴、定期検査報告履歴


設計
（実施設計）


調達計画
（生産設計）


施工計画


施工管理、
出来形確認


維持管理


施工


竣工・引渡し


部位、
部材の
仕様、
製品情報


施工工
程施工
方法


施工状況や
出来形確認
記録情報


図写真出典：シンガポール政府VDCガイドライン


施工管理
の省力化、
自動化


建築確認検
査手続き等
での利用設計・計画


CADデータ 実物


VR及び付帯情報に
よる仕様の確認


設計図書のQRコードを
読み込むことで3Dで確認


設計
BIM
データ


全体図 詳細図


設計図書


維持管理を
見据えた施工検査


施工出来形と設計との整合確認を自動化し省力化させる。
設計、施工管理に関する情報を共有化し、行政手続き等の作業を
簡素化するとともに、適切な維持管理を支えるシステムを構築する。


BIMの全体像


施工検査における全数調査へのシフトなど産業界の品質管理・生産性向上をリードすることにより、他業界への横展開を期待。
自動化の推進により、建設施工現場での安全性を向上し、労働環境の改善、働き方改革にも寄与。（施工管理における文書作成労務を20％以上縮減）


施策の概要
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建築プロジェクト管理を省力化、高度化するBIMデータ活用 （PRISM）


各テーマの概要


① 設計BIMデータに付随させる情報の特定


・施工出来形の照査を実現させるための、設計BIMモデル上のオブジェクト形状、属性の記述法について、
生産設計段階、施工計画段階、施工管理、出来形確認に至るプロセスの中で、どの段階でどの程度の精
度の情報を用意すべきかについて要件を整理し、BIMオブジェクトライブラリとして試作を実施。


② 設計と施工との整合性判定技術の開発


・BIM設計による施工対象物（主として鉄筋工事）について、種々の画像取得方法に対応しつつ、その
画像処理結果と、BIMモデルデータの照査による設計と施工との整合性判定について比較・評価する。


・ゼネコン、コンサルタント、指定確認検査機関を中心に研究会を設置し検討を実施。


① 実施設計
BIM*2


支援ツールの開
発


【PRISM】


設計BIM *1


（既に普及段階）
施工BIM *3


（既に普及段階）


② 施工検査の
省力化・自動化
のための技術開発


【PRISM】


軽量化・履歴情報
の追加等による
建物情報


モデルの構築


③ プラットフォーム構築（共通フォーマット・入力ルール構築・データ連携） 【PRISM】


基本設計 実施設計 施工計画 施工管理 維持管理
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建築プロジェクト管理を省力化、高度化するBIMデータ活用 （PRISM）


③ 建築プロジェクト管理におけるエビデンスの管理支援技術の開発
・施工管理上の記録として求められる情報について、建築確認時点でのBIMモデル情報と対応する
様な記録保存の方法について検討を行う。


・施工結果の照合先として、建築確認申請時のBIMモデルの活用を想定。
・建築確認申請時のBIMモデルの検討と合わせて、当該BIMモデルと施工記録とのひも付けを検討。


① 実施設計
BIM*2


支援ツールの開
発


【PRISM】


設計BIM *1


（既に普及段階）
施工BIM *3


（既に普及段階）


② 施工検査の
省力化・自動化
のための技術開発


【PRISM】


軽量化・履歴情報
の追加等による
建物情報


モデルの構築


③ プラットフォーム構築（共通フォーマット・入力ルール構築・データ連携） 【PRISM】


基本設計 実施設計 施工計画 施工管理 維持管理


確認審査 中間・完了検査
施工結果の照合先として
確認審査時のモデルを活用


各テーマの概要
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4-6月 7-9月 10-12
月


1-3月 4-6月 7-9月 10-12
月


1-3月


ＳＴＥＰ１:
BLCオブジェクト標準の策定


version1


ＳＴＥＰ２:
BLC標準に基づくオブジェク
ト試作、試行サイト(Stem)で
検証等


ＳＴＥＰ３:
実験サイト(BLC BIMライ
ブラリー）の構築と検証


多様な主体間で共有すべきデータ構成の定義 共有すべきデータ構成のIFC等による情報書式(案)の確定


ＳＴＥＰ１:
BLCオブジェクト標準の策
定


2018年度 2019年度


8/7素案説明会 10/4総会


STEP2ａ:
・試行サイトの改良(Stem)
・試作オブジェクトの作成
「ジェネリックオブジェクトと、


試行的メーカーオブジェクト
50~100個」


・同上オブジェクト検証
・ライブラリーサイト画面
の試設計と検討


STEP2ｂ:
・試行サイトの改良(Stem)
・試作オブジェクトの作成
「ジェネリックオブジェクトと、試行的メーカーオブジェクト」
・同上オブジェクト検証
・ライブラリーサイト画面の試設計と検討


STEP３a:
・実験サイトの基本仕様の
作成


STEP３b:
・詳細仕様
の作成


STEP３c:
・実験サイトの構築


STEP３d:
・実験サイ
トの運用
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2018/4/6


タイトル


頭書き


１） 「BIMオブジェクト」とは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位（窓、ドア、照明


器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表し建築向け製品の製造会社またはBIMソフトウェアのベン


ダーから提供されるもの、BIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


２） 「BIMオブジェクトライブラリー」とは、ＢＩＭオブジェクトが集まったものをいう。


３） 「BIMデータ」とは、BIM関連のソフトウェアで作られるデータである。一般にBIMオブジェクトを含んでい


る。


４） 「知的財産権」とは、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する権利を含むものと


する。本事項ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。


５） 「ユーザー」とは、当法人の使用許諾を受け、当法人の提供するBIMライブラリー（以下、ＢＩＭライブラリー


という）を使用する乙の職員または乙の職域内にいるBIM業務支援の協力会社等関係者を指す。


６） 「当Webサイト」とは、ユーザーがインターネットを介してBIMオブジェクトをアクセスできる機能を提供する


乙のコンピュータ上の仕組みを指し、ＢＩＭオブジェクトライブラリーを掲載するサイトを指す。


７） 「検索」とは、ユーザーが当Webサイト上でBIMオブジェクトを探す行為を指す。


１） 当法人が提供する当Webサイトの利用開始にあたり、乙は当法人に所定の事項を届けた上で、IDとパスワード


（以下、アカウントという）発行申請をする。当法人は、乙から入手した情報を基に当法人への申込を承諾し


て、アカウント発行を完了した時点で、当Webサイトの使用許諾とする。


２） 乙は当法人より発行されたアカウントを乙が決めた責任者の管理下におき、アカウントが不正使用されないよう


にする義務を負う。


定義


アカウント


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブラリーWebサイト（以


下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関（以下、乙という）は、当Webサイトを利用する前に以下


の基本規約事項（以下、本事項という）等を守ることとする。


基本規約事項（180319案）


１．


２．







３） アカウントを使い、ユーザーはBIMライブラリーにアクセスし、必要なBIMオブジェクトをダウンロードでき


る。


４） 乙が、BIMライブラリーを利用しなくなる際には、早急にアカウントの利用停止を当法人に知らせるものとす


る。当法人はこの申し出により、当該アカウントを削除する。


１） ユーザーは、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身が作成する建築プロジェク


ト等で使用することができる。


２） ユーザーはダウンロードしたBIMオブジェクトを自身の業務に必要な範囲に限り、コピーすることができる。


１） ＢＩＭオブジェクト提供者（以下、オブジェクト提供者という）は、オブジェクト提供者の作成したBIMオブ


ジェクトを、当Webサイトを介してユーザーが使用する事を認めるものとする。


２） オブジェクト提供者は、ユーザーが自身の受注した業務のためにオブジェクト提供者のBIMオブジェクトが含ま


れるBIMデータを作成し、当該受注業務に関係する建築主、施工会社、施設管理会社等に渡す可能性があること


を承知するものとする。


３） オブジェクト提供者は、当法人がオブジェクト提供者から提供を受けたBIMオブジェクトをオブジェクト提供者


の所有していないソフトウェアでも使用できる様にファイル変換して、新しいBIMオブジェクトを作成すること


があることを認めるものとする。


イ） 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合


ロ） 当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の事由がある場合


当法人は、オブジェクト提供者からBIMオブジェクトの提供を受けた後は、定期的にオブジェクト提供者の提供する


BIMオブジェクトに対する検索履歴などのレポートをオブジェクト提供者に提供するものとする。


利用の範囲


使用許諾


検索履歴


データの消去


６．


当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。


前条に基づき本事項を解除した場合、本法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブジェクト提供者のBIMオブ


ジェクトを消去することとする。


２．


５．


４．


３．


規約の解除


７．







１）  当Webサイトのサイト事業者（以下当サイト事業者という）は、BIMオブジェクトに対するアクセス情報を収


集し、定期的に本法人に指定された形式のレポートデータとして知らせるものとする。


２）  当サイト事業者は、BIMオブジェクトに対し、ユーザーが不正に更新または書き込みをした場合、または不明


なユーザーがBIMライブラリーにアクセスした場合は、速やかにその事実を本法人に知らせると共に、そのユー


ザーのアクセスを拒否するなど適切な措置をとるものとする。


１） 本法人は、ユーザーが当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一時停止による定期点検を行う


ものとする。その定期点検を行うときには、事前にユーザーに知らせるものとする。


２） 当サイト事業者は、Webサイトが機能不全になる場合に備え、BIMライブラリーおよびメニューのバックアップ


を適宜取るものとする。バックアップには追加分のバックアップを含むものとするが、少なくとも一年に一回は


全部のバックアップを取るものとする。


１） ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人または原データ提供者にあることを承知の


上で利用するものとする。


２） ユーザーが、BIMオブジェクトを内包するBIMデータを第三者に提供する際には、BIMオブジェクトの内包事実


と知的財産権の所在も合わせて第三者に確実に知らせるものとする。


１） ユーザーおよびオブジェクト提供者がBIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際


には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


イ） データの無断改変・修正・コピーなど、知的財産権の侵害行為


不具合データの修正・更新


禁止事項


１２．


本法人および乙およびオブジェクト提供者は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本


事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。


守秘義務


１３．


本法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。


アクセスの監視


Webサイトの定期点検とデータバックアップ


知的所有権の所在


８．


９．


１０．


１１．







ロ） ダウンロードした複数のBIMオブジェクトを、無断で別途に立ち上げて、Webサイトを介して第三者に有償また


は無償で提供する行為


ハ） 当Webサイトに対し、無断で不正なデータ、虚偽情報や不正なプログラムを書き込む行為


ニ） 当法人または乙を誹謗中傷する行為


ホ） 法律、条例などに反する行為


へ） その他、公序良俗に反する行為


１） 当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由でBIMライブラリーを乙


が使用できなくなった場合、これに起因して乙が被った被害に対し責任を負わない。


２） 乙は、BIMオブジェクトを使用する際に注意を払って使うものとする。万一、BIMオブジェクトの内容が不適切


であった場合も、当法人は乙および乙からBIMデータの提供を受けた第三者に対しても、乙は甲に対し責任を問


わない。


１３．


当法人および乙およびオブジェクト提供者および当サイト事業者は、当Webサイト利用に関連して相手方から入手した


個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下、「個人情報」という）について、当Webサイト利用


の目的の範囲で取り扱うものとし、その他の目的には使用しない。


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実を乙およびオブジェクト提供者および当サイ


ト事業者に知らせるものとする。


乙がBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、その損害を賠償するものとする。


免責


規約の変更


個人情報


１４．


１５．


１６．


１７．


本事項に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本法人と乙およびオブジェクト提供者および当サ


イト事業者は誠意をもって協議し、その問題を解決するものとする。


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


１８．


損害賠償


協議


裁判管轄１９．








基本規約事項　全体の対応表
3/19運11、4/26WGを受けた修正版　5/14運12資料


データ or データー 「データ」に統一する。


当法人 or 本法人 「当法人」に統一する。


BIM（半角）or　ＢＩＭ（全角） 半角に統一する。


共通項目


「登録申込時の合意事項（サイト規約）」と「基本規


約＋個別契約」に分離する。


1条6～7、4条、9条、10条2、11条2、18条を削除


要協議


甲乙は使用しない。


具体的な名前・組織名を記述する。


BIMライブラリー協議会（仮称）／Webサイト利用者／ユーザー


オブジェクト提供者／Webサイト運営者


基本規約事項　条項毎の対応表
条 項 基本規約事項(案）（180319部会時点） 指摘・意見（180319部会） 事務局回答（180319,180412,180419) 事務局修正案（180426WG）


頭書き 乙の定義として、「利用する企業、団体、教育機関」


が記述されているが、そのほかにオブジェクト提供


者、Webサイト事業者など明記するか、あるいは関係


者という言葉にするのか要検討事項である。


社団→財団


甲乙は使用しない。「乙」は「Webサイト利用者等」


とする。


一般財団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブ


ラリーWebサイト（以下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関等（以


下、Webサイト利用者という）は、当Webサイトを利用する前に以下の基本規約事項（以


下、本事項という）等を守ることとする。


言葉の定義と活動の定義とライブラリーの機能の定義


が混在している。


「BIMオブジェクト提供者」を加えるかどうか。


言葉の定義のみとする。 １．定義


１） 「BIMオブジェクト」とは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位


（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表し建築向け製品の製造


会社またはBIMソフトウェアのベンダーから提供されるもの、BIMライブラリーコンソーシア


ムで計画され作成されたものをいう。


「または」「もしくは」の表記を正しく BIM関連のソフトウェアで用いられることに限定しな


い


ユーザー製も定義する（4/19）


「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作


成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応したデー


タを表し、建築向け製品の製造会社もしくはBIMソフトウェアのベンダーから提供されるも


の、またはBIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


２） 「BIMオブジェクトライブラリー」とは、ＢＩＭオブジェクトが集まったものをいう。 ＢＩＭ→BIM 「BIMオブジェクトライブラリー」の定義→「BIMライ


ブラリー」の定義


「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。


３） 「BIMデータ」とは、BIM関連のソフトウェアで作られるデータである。一般にBIMオブジェ


クトを含んでいる。


「一般に～」という言葉だと、含んでいる物と含んで


いない物両方を意味するようにとれる。両者で取り扱


いが異るならば、定義を2つに分けなければいけない。


「BIMデータ」は以降「BIMオブジェクトを内包した


データ」と表記し、ここで定義しない。


「BIMデータ＝属性データ」と混同されやすいため、


「属性データ」を新規に定義する。


「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。


４） 「知的財産権」とは、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する


権利を含むものとする。本事項ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。


「知的財産権」とは、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する


権利を含むものとする。本事項ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。


５） 「ユーザー」とは、当法人の使用許諾を受け、当法人の提供するBIMライブラリー（以下、Ｂ


ＩＭライブラリーという）を使用する乙の職員または乙の職域内にいるBIM業務支援の協力会


社等関係者を指す。


ＢＩＭ→BIM 簡単かつ包括的表現にする（4/19） 「ユーザー」とはWebサイト利用者及びWebサイト利用者を介してBIMオブジェクトを利用す


る全ての者を指す。


６） 「当Webサイト」とは、ユーザーがインターネットを介してBIMオブジェクトをアクセスでき


る機能を提供する乙のコンピュータ上の仕組みを指し、ＢＩＭオブジェクトライブラリーを掲


載するサイトを指す。


ＢＩＭ→BIM 定義する必要性はあるか？


頭書きに記載


条項削除


７） 「検索」とは、ユーザーが当Webサイト上でBIMオブジェクトを探す行為を指す。 定義する必要性はあるか？ 条項削除


甲乙・対象者の整理


全体


共通項目


表記ゆれ


それぞれの項目（１～１９）が、共通項目として選んでよいのかを引き続き検討する。


（Webサイト事業者のみが行う事柄、例えばデータ消去、アクセス監視、データバックアップなど）


言葉の矛盾がないかも調べる。


2020年4月の民法改正により＜定型約款＞という条項が施行される。


不特定の人（相手）に行う取引。不公平なものはすべて無効になる。


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブラリー


Webサイト（以下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関（以下、乙という）は、


当Webサイトを利用する前に以下の基本規約事項（以下、本事項という）等を守ることとする。


１． 定義


資料 運12-6







条 項 基本規約事項(案）（180319部会時点） 指摘・意見（180319部会） 事務局回答（180319,180412,180419) 事務局修正案（180426WG）


２．アカウント


１） 当法人が提供する当Webサイトの利用開始にあたり、乙は当法人に所定の事項を届けた上で、


IDとパスワード（以下、アカウントという）発行申請をする。当法人は、乙から入手した情報


を基に当法人への申込を承諾して、アカウント発行を完了した時点で、当Webサイトの使用許


諾とする。


最終的には登録手続きの実態と一致させる。 当Webサイトの利用を希望する者は、当法人に所定の事項を登録してID及びパスワードの組


み合わせ（以下、アカウントという）の発行を申請する。当法人は、申請者から入手した登録


情報を基にアカウントの発行を完了した時点で、当Webサイトの使用許諾とする。


２） 乙は当法人より発行されたアカウントを乙が決めた責任者の管理下におき、アカウントが不正


使用されないようにする義務を負う。


「～ようにする義務を負う。」⇒「～よう適切な処理


をする。」


Webサイト利用者は当法人より発行されたアカウントをWebサイト利用者が決めた責任者の


管理下におき、アカウントが不正使用されないよう適切な処理をする。


３） アカウントを使い、ユーザーはBIMライブラリーにアクセスし、必要なBIMオブジェクトをダ


ウンロードできる。


Webサイト利用者はアカウントを使い、BIMライブラリーにアクセスし、必要なBIMオブジェ


クトをダウンロードできる。


４） 乙が、BIMライブラリーを利用しなくなる際には、早急にアカウントの利用停止を当法人に知


らせるものとする。当法人はこの申し出により、当該アカウントを削除する。


Webサイト利用者は、BIMライブラリーを利用しなくなる際には早急にアカウントの利用停止


を当法人に知らせるものとする。当法人はこの申し出により、当該アカウントを削除する。


５） アクセス制限、アカウント削除を追加 当法人は、Webサイト利用者が９条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対す


るアクセス制限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。


３．利用の範囲


１） ユーザーは、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身が作成す


る建築プロジェクト等で使用することができる。


１）「～使用することができる。」と　２）「～コ


ピーすることができる。」、両者の関係を明らかにす


る事。


Webサイト利用者は、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身


が作成する建築プロジェクト等で使用することができる。


２） ユーザーはダウンロードしたBIMオブジェクトを自身の業務に必要な範囲に限り、コピーする


ことができる。


「Webサイト利用者はユーザーに～」→「Webサイト


利用者は自身以外のユーザーに～」(4/19)


コピー制限は現実的には不可能か。 Webサイト利用者は自身以外のユーザーに本規約を周知し、本規約に同意したユーザーは、


Webサイト利用者がダウンロードしたBIMオブジェクトを使用することができる。


条項削除


１） ＢＩＭオブジェクト提供者（以下、オブジェクト提供者という）は、オブジェクト提供者の作


成したBIMオブジェクトを、当Webサイトを介してユーザーが使用する事を認めるものとす


る。


ＢＩＭ→BIM


「～ユーザーが使用する事を」は「３．利用の範囲」


での使用という事ですか？


BIMオブジェクト提供者との個別契約事項とする。 条項削除


２） オブジェクト提供者は、ユーザーが自身の受注した業務のためにオブジェクト提供者のBIMオ


ブジェクトが含まれるBIMデータを作成し、当該受注業務に関係する建築主、施工会社、施設


管理会社等に渡す可能性があることを承知するものとする。


BIMオブジェクト提供者との個別契約事項とする。 条項削除


３） オブジェクト提供者は、当法人がオブジェクト提供者から提供を受けたBIMオブジェクトをオ


ブジェクト提供者の所有していないソフトウェアでも使用できる様にファイル変換して、新し


いBIMオブジェクトを作成することがあることを認めるものとする。


BIMオブジェクト提供者との個別契約事項とする。 条項削除


検索履歴に限らないようにする ４．利用状況の開示


「利用状況」は個別契約で別途定義が必要（4/19） 定期の明記は不要では。


利用者の同意項目にすべきでは。


個人情報への配慮を記載→個別契約とする（4/19)


Webサイト利用者は、当Webサイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意


する。


6，7を末尾の条項に移動したい。 １４．規約の解除


当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。


イ） 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合


ロ） 当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の事


由がある場合


当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の事


由がある場合


データー→データ 6，7を末尾の条項に移動したい。 １５．データの消去


Webサイト事業者のみが行う事柄では？


本法人→当法人　本Webサイト→当Webサイト


利用者の同意項目にすべきでは？ 前条に基づき本事項を解除した場合、本法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブ


ジェクト提供者のBIMオブジェクトを消去することとする。


5．守秘義務


本法人→当法人 当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相


手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利用


してはならない。


条項削除


１）  当Webサイトのサイト事業者（以下当サイト事業者という）は、BIMオブジェクトに対する


アクセス情報を収集し、定期的に本法人に指定された形式のレポートデータとして知らせるも


のとする。


Webサイト事業者のみが行う事柄では？


本法人→当法人


Webサイト事業者との個別契約事項とする。 条項削除


２）  当サイト事業者は、BIMオブジェクトに対し、ユーザーが不正に更新または書き込みをした


場合、または不明なユーザーがBIMライブラリーにアクセスした場合は、速やかにその事実を


本法人に知らせると共に、そのユーザーのアクセスを拒否するなど適切な措置をとるものとす


る。


「不明なユーザー」　の定義が曖昧


「不正に更新」　不正の概念が不明


本法人→当法人


Webサイト事業者との個別契約事項とする。 条項削除


６． 規約の解除


当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。


２． アカウント


３． 利用の範囲


４． 使用許諾


５． 検索履歴


当法人は、オブジェクト提供者からBIMオブジェクトの提供を受けた後は、定期的にオブジェクト提


供者の提供するBIMオブジェクトに対する検索履歴などのレポートをオブジェクト提供者に提供する


ものとする。


７． データーの消去


前条に基づき本事項を解除した場合、本法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブジェクト


提供者のBIMオブジェクトを消去することとする。


８． 守秘義務


本法人および乙およびオブジェクト提供者は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業


務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利用してはならな


い。


９． アクセスの監視







条 項 基本規約事項(案）（180319部会時点） 指摘・意見（180319部会） 事務局回答（180319,180412,180419) 事務局修正案（180426WG）


6．Webサイトの定期点検＿＿＿


１） 本法人は、ユーザーが当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一時停止に


よる定期点検を行うものとする。その定期点検を行うときには、事前にユーザーに知らせるも


のとする。


本法人→当法人 当法人は、Webサイト利用者が当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一


時停止による定期点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前にWebサイト利用者に


周知するものとする。


２） 当サイト事業者は、Webサイトが機能不全になる場合に備え、BIMライブラリーおよびメ


ニューのバックアップを適宜取るものとする。バックアップには追加分のバックアップを含む


ものとするが、少なくとも一年に一回は全部のバックアップを取るものとする。


Webサイト事業者のみが行う事柄では？


Webサイト→当Webサイト


Webサイト事業者との個別契約事項とする。 条項削除


７．知的所有権の所在


１） ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人または原データ提供者に


あることを承知の上で利用するものとする。


ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者にあ


ることを承知の上で利用するものとする。


２） ユーザーが、BIMオブジェクトを内包するBIMデータを第三者に提供する際には、BIMオブ


ジェクトの内包事実と知的財産権の所在も合わせて第三者に確実に知らせるものとする。


ユーザーの定義を拡大したため１）に含む 条項削除


８．不具合データの修正・更新


１） ユーザーおよびオブジェクト提供者がBIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不適切な


部分を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


本法人→当法人 不適切→不具合 ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合


を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


９．禁止事項


本法人→当法人 当法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。


イ） データーの無断改変・修正・コピーなど、知的財産権の侵害行為 データー→データ 個別の行為を示さず包括的表現にする 知的財産権の侵害行為


ロ） ダウンロードした複数のBIMオブジェクトを、無断で別途に立ち上げて、Webサイトを介して


第三者に有償または無償で提供する行為


「立ち上げ」と「提供する」の２つの行為を述べてい


る。


無断・不正の定義付けが必要。


⇒「当法人の許可なく行ってはいけない」


個別の行為を示さず包括的表現にする 当WebサイトからダウンロードしたBIMオブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配布


する行為


ハ） 当Webサイトに対し、無断で不正なデータ、虚偽情報や不正なプログラムを書き込む行為 当Webサイトに対し、故意に不正なデータ、虚偽情報及び不正なプログラムを書き込む行為


ニ） 当法人または乙を誹謗中傷する行為 当法人、Webサイト利用者及びBIMオブジェクト提供者を誹謗中傷する行為


ホ） 法律、条例などに反する行為 法律、条例などに反する行為


へ） その他、公序良俗に反する行為 その他、公序良俗に反する行為


１０．免責


１） 当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由でBIM


ライブラリーを乙が使用できなくなった場合、これに起因して乙が被った被害に対し責任を負


わない。


定型約款に該当？ 要協議 当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由でBIM


ライブラリーをWeb利用者が使用できなくなった場合、これに起因してユーザーが被った被害


に対し責任を負わない。


２） 乙は、BIMオブジェクトを使用する際に注意を払って使うものとする。万一、BIMオブジェク


トの内容が不適切であった場合も、当法人は乙および乙からBIMデータの提供を受けた第三者


に対しても、乙は甲に対し責任を問わない。


どういう注意か？


主語が２つあり、関係が不明確である。


甲→当法人


BIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合も、当法人及びオブジェクト提


供者はユーザーに対し責任を負わない。


１１．個人情報


当法人、オブジェクト提供者、ユーザー及びWebサイト事業者は、当Webサイト利用に関連


して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下、


「個人情報」という）について、当Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、その他


の目的には使用しない。


１２．規約の変更


定型約款に該当？ 要協議 当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実をユーザーおよびオ


ブジェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。


１３．損害賠償


定型約款に該当？ 要協議 ユーザーがBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、そ


の損害を賠償するものとする。


条項削除


本法人→当法人 個別契約事項とする 条項削除


１６．裁判管轄


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判


所とする。


１４． 免責


１０． Webサイトの定期点検とデータバックアップ


１１． 知的所有権の所在


１２． 不具合データの修正・更新


１３． 禁止事項


本法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。


１５． 個人情報


当法人および乙およびオブジェクト提供者および当サイト事業者は、当Webサイト利用に関連して相


手方から入手した個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下、「個人情報」と


いう）について、当Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、その他の目的には使用しな


い。


１６． 規約の変更


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実を乙およびオブジェクト提


供者および当サイト事業者に知らせるものとする。


１９． 裁判管轄


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす


る。


１７． 損害賠償


乙がBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、その損害を賠償


するものとする。


１８． 協議


本事項に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本法人と乙およびオブジェクト


提供者および当サイト事業者は誠意をもって協議し、その問題を解決するものとする。








基本規約事項　全体の対応表　5/14指摘点修正
5/14運12を受けた修正版


共通項目


およびor及び→および


基本規約事項　条項毎の対応表
条 項 基本規約事項(案）（180514部会時点） 指摘・意見（180514部会） 事務局修正案（180628WG）


頭書き 一般財団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブ


ラリーWebサイト（以下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関等（以


下、Webサイト利用者という）は、当Webサイトを利用する前に以下の基本規約事項（以


下、本事項という）等を守ることとする。


一般財団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブ


ラリーWebサイト（以下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関等（以


下、ユーザーという）は、当Webサイトを利用する前に以下の基本規約事項（以下、本事項


という）等を守ることとする。


１） 「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作


成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応した


データを表し、建築向け製品の製造会社もしくはBIMソフトウェアのベンダーから提供される


もの、またはBIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作


成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応した


データを表し、建築向け製品の製造会社もしくはBIMソトウェアのベンダーから提供されるも


の、またはBIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


２） 「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。 「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。


３） 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。


４） 「知的財産権」とは、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係す


る権利を含むものとする。本事項ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。


本規約内で定義不要 ----


５） 「ユーザー」とはWebサイト利用者及びWebサイト利用者を介してBIMオブジェクトを利用


する全ての者を指す。


「ユーザー」とはWebサイト利用者およびWebサイト利用者を介してBIMオブジェクトを利


用する全ての者を指す。


１） 当Webサイトの利用を希望する者は、当法人に所定の事項を登録してID及びパスワードの組


み合わせ（以下、アカウントという）の発行を申請する。当法人は、申請者から入手した登


録情報を基にアカウントの発行を完了した時点で、当Webサイトの使用許諾とする。


当Webサイトの利用を希望する者は、当法人に所定の事項を登録してIDおよびパスワードの


組み合わせ（以下、アカウントという）の発行を申請する。当法人は申請者から入手した登


録情報を基にアカウントを発行した時点で、当Webサイトの使用許諾とする。


２） Webサイト利用者は当法人より発行されたアカウントをWebサイト利用者が決めた責任者の


管理下におき、アカウントが不正使用されないよう適切な処理をする。


当法人は「責任者」を直接把握しなくてもよいのか。 Webサイト利用者は当該アカウントの管理について一切の責任を負い、不正使用されないよ


う適切な処理をする。


３） Webサイト利用者はアカウントを使い、BIMライブラリーにアクセスし、必要なBIMオブジェ


クトをダウンロードできる。


Webサイト利用者は当該アカウントを用いて当Webサイトを介してBIMライブラリーにアク


セスすることができる。


４） Webサイト利用者は、BIMライブラリーを利用しなくなる際には早急にアカウントの利用停


止を当法人に知らせるものとする。当法人はこの申し出により、当該アカウントを削除す


る。


利用を停止する際に申し出る手間をかけることが実態としてあるかどうか。


課金の有無にも関係。何もしなくても権利だけが続くことは避けたほうがよい。


→課金形態・ビジネスモデルと関係するため未確定


Webサイト利用者は、継続利用を希望しないときは当該アカウントの削除を申請することが


できる。当法人はこの申請により、当該アカウントを削除する。


５） 当法人は、Webサイト利用者が９条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対


するアクセス制限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。


当法人は、Webサイト利用者が９条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対


するアクセス制限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。


１） Webサイト利用者は、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身


が作成する建築プロジェクト等で使用することができる。


Webサイト利用者は、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身


が作成する建築プロジェクト等で使用することができる。


２） Webサイト利用者は自身以外のユーザーに本規約を周知し、本規約に同意したユーザーは、


Webサイト利用者がダウンロードしたBIMオブジェクトを使用することができる。


Webサイト利用者は自身以外のユーザーに本規約を周知し、本規約に同意したユーザーは、


Webサイト利用者がダウンロードしたBIMオブジェクトを使用することができる。


Webサイト利用者は、当Webサイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意


する。


Webサイト利用者は、当Webサイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意


する。


当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相


手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利


用してはならない。


当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相


手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利


用してはならない。


全体


各規約の表記 案or素案→検討中


表記ゆれ


2020年4月の民法改正により＜定型約款＞という条項が施行される。


不特定の人（相手）に行う取引。不公平なものはすべて無効になる。


事業者向けであれば対象外か


１． 定義


２． アカウント


３． 利用の範囲


４． 利用状況の開示


５． 守秘義務


６． Webサイトの定期点検







条 項 基本規約事項(案）（180514部会時点） 指摘・意見（180514部会） 事務局修正案（180628WG）


当法人は、Webサイト利用者が当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一


時停止による定期点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前にWebサイト利用者


に周知するものとする。


当法人は、Webサイト利用者が当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一


時停止による定期点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前にWebサイト利用者


に周知するものとする。


ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者にあ


ることを承知の上で利用するものとする。


ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者に帰


属することを承知の上で利用するものとする。


ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合


を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合


を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


当法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。 当法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。


イ） 知的財産権の侵害行為 知的財産権の侵害行為


ロ） 当WebサイトからダウンロードしたBIMオブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配


布する行為


当WebサイトからダウンロードしたBIMオブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配


布する行為


ハ） 当Webサイトに対し、故意に不正なデータ、虚偽情報及び不正なプログラムを書き込む行為 故意を立件することは難しい。過失を含めてもよいのでは。 当Webサイトに対し、＿不正なデータ、虚偽情報および不正なプログラムを書き込む行為


ニ） 当法人、Webサイト利用者及びBIMオブジェクト提供者を誹謗中傷する行為 当法人、ユーザーおよびBIMオブジェクト提供者を誹謗中傷する行為


ホ） 法律、条例などに反する行為 「法律、条令」→「法令」が一般的。 法令などに反する行為


へ） その他、公序良俗に反する行為 その他、公序良俗に反する行為


１） 当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で


BIMライブラリーをWeb利用者が使用できなくなった場合、これに起因してユーザーが被っ


た被害に対し責任を負わない。


当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で


BIMライブラリーをWeb利用者が使用できなくなった場合、これに起因してユーザーが被っ


た被害に対し責任を負わない。


２） BIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合も、当法人及びオブジェクト提


供者はユーザーに対し責任を負わない。


BIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合も、当法人およびオブジェクト


提供者はユーザーに対し責任を負わない。


３） 二次利用・三次利用の免責


当法人、オブジェクト提供者、ユーザー及びWebサイト事業者は、当Webサイト利用に関連


して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下、


「個人情報」という）について、当Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、その


他の目的には使用しない。


当法人、オブジェクト提供者、ユーザーおよびWebサイト事業者は、当Webサイト利用に関


連して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以


下、「個人情報」という）について、当Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、


その他の目的には使用しない。


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実をユーザーおよび


オブジェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実をユーザーおよび


オブジェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。


ユーザーがBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、そ


の損害を賠償するものとする。


ユーザーがBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、そ


の損害を賠償するものとする。


当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。 当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。


イ） 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合


ロ） 当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の


事由がある場合


当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の


事由がある場合


前条に基づき本事項を解除した場合、当法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブ


ジェクト提供者のBIMオブジェクトを消去することとする。


前条に基づき本事項を解除した場合、当法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブ


ジェクト提供者のBIMオブジェクトを消去することとする。


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁


判所とする。


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁


判所とする。


６．


７． 知的所有権の所在


８． 不具合データの修正・更新


９． 禁止事項


１０． 免責


１１． 個人情報


１２． 規約の変更


１６． 裁判管轄


１３． 損害賠償


１４． 規約の解除


１５． データーの消去








基本規約事項　全体の対応表
5/14運12後の独自修正版


共通項目


およびor及び→および


基本規約事項　条項毎の対応表
条 項 基本規約事項(案）（180514部会時点） 指摘・意見（180514部会） 事務局修正案（180628WG）


頭書き 一般財団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブ


ラリーWebサイト（以下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関等（以


下、Webサイト利用者という）は、当Webサイトを利用する前に以下の基本規約事項（以


下、本事項という）等を守ることとする。


企業、団体、教育機関等に限る？ 一般財団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブ


ラリーWebサイト（以下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関等（以


下、ユーザーという）は、当Webサイトを利用する前に以下の基本規約事項（以下、本事項


という）等を守ることとする。


１） 「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作


成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応した


データを表し、建築向け製品の製造会社もしくはBIMソフトウェアのベンダーから提供される


もの、またはBIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作


成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応した


データを表し、建築向け製品の製造会社もしくはBIMソトウェアのベンダーから提供されるも


の、またはBIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


２） 「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。 「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。


３） 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。 基本規約内には不在？ 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。


４） 「知的財産権」とは、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係す


る権利を含むものとする。本事項ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。


本規約内で定義不要 ----


５） 「ユーザー」とはWebサイト利用者及びWebサイト利用者を介してBIMオブジェクトを利用


する全ての者を指す。


オブジェクトを利用～は３－１にあり。


ユーザーは頭書きにあり


「登録ユーザー」とは当Webサイトのアカウントを取得した者を指す。


「一般ユーザー」とは登録ユーザーを介してBIMオブジェクトを利用する者を指す。


１） 当Webサイトの利用を希望する者は、当法人に所定の事項を登録してID及びパスワードの組


み合わせ（以下、アカウントという）の発行を申請する。当法人は、申請者から入手した登


録情報を基にアカウントの発行を完了した時点で、当Webサイトの使用許諾とする。


当Webサイトの利用を希望する者は、当法人に所定の事項を登録してIDおよびパスワードの


組み合わせ（以下、アカウントという）の発行を申請する。当法人は申請者から入手した登


録情報を基にアカウントを発行した時点で、当Webサイトの使用許諾とする。


２） Webサイト利用者は当法人より発行されたアカウントをWebサイト利用者が決めた責任者の


管理下におき、アカウントが不正使用されないよう適切な処理をする。


当法人は「責任者」を直接把握しなくてもよいのか。 登録ユーザーは当該アカウントの管理について一切の責任を負い、不正使用されないよう適


切な処理をする。


３） Webサイト利用者はアカウントを使い、BIMライブラリーにアクセスし、必要なBIMオブジェ


クトをダウンロードできる。


登録ユーザーは当該アカウントを用いて当Webサイトを介してBIMライブラリーにアクセス


することができる。


４） Webサイト利用者は、BIMライブラリーを利用しなくなる際には早急にアカウントの利用停


止を当法人に知らせるものとする。当法人はこの申し出により、当該アカウントを削除す


る。


利用を停止する際に申し出る手間をかけることが実態としてあるかどうか。


課金の有無にも関係。何もしなくても権利だけが続くことは避けたほうがよい。


→課金形態・ビジネスモデルと関係するため未確定


登録ユーザーは、継続利用を希望しないときは当該アカウントの削除を申請することができ


る。当法人はこの申請により、当該アカウントを削除する。


５） 当法人は、Webサイト利用者が９条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対


するアクセス制限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。


一般ユーザーが違反した場合はアカウントをもつ登録ユーザーが責任を持つ 当法人は、ユーザーが9条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対するアクセ


ス制限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。


１） Webサイト利用者は、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身


が作成する建築プロジェクト等で使用することができる。


登録ユーザーは、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身が作


成する建築プロジェクト等で使用することができる。


２） Webサイト利用者は自身以外のユーザーに本規約を周知し、本規約に同意したユーザーは、


Webサイト利用者がダウンロードしたBIMオブジェクトを使用することができる。


登録ユーザーは一般ユーザーに本規約を周知し、本規約に同意した一般ユーザーは、登録


ユーザーがダウンロードしたBIMオブジェクトを使用することができる。


Webサイト利用者は、当Webサイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意


する。


登録ユーザーは、当Webサイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意す


る。


当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相


手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利


用してはならない。


当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相


手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利


用してはならない。


当法人は、Webサイト利用者が当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一


時停止による定期点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前にWebサイト利用者


に周知するものとする。


当法人は、登録ユーザーが当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一時停


止による定期点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前にWebサイト利用者に周


知するものとする。


３． 利用の範囲


２．


定義


アカウント


１．


全体


各規約の表記


2020年4月の民法改正により＜定型約款＞という条項が施行される。


不特定の人（相手）に行う取引。不公平なものはすべて無効になる。


案or素案→検討中


事業者向けであれば対象外か


表記ゆれ


４．利用状況の開示４．


Webサイトの定期点検


５． 守秘義務


６．
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条 項 基本規約事項(案）（180514部会時点） 指摘・意見（180514部会） 事務局修正案（180628WG）


ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者にあ


ることを承知の上で利用するものとする。


ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者にあ


ることを承知の上で利用するものとする。


ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合


を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合


を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


当法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。 当法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。


イ） 知的財産権の侵害行為 知的財産権の侵害行為


ロ） 当WebサイトからダウンロードしたBIMオブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配


布する行為


当WebサイトからダウンロードしたBIMオブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配


布する行為


ハ） 当Webサイトに対し、故意に不正なデータ、虚偽情報及び不正なプログラムを書き込む行為 故意を立件することは難しい。過失を含めてもよいのでは。 当Webサイトに対し、＿不正なデータ、虚偽情報および不正なプログラムを書き込む行為


ニ） 当法人、Webサイト利用者及びBIMオブジェクト提供者を誹謗中傷する行為 当法人、ユーザーおよびBIMオブジェクト提供者を誹謗中傷する行為


ホ） 法律、条例などに反する行為 「法律、条令」→「法令」が一般的。 法令などに反する行為


へ） その他、公序良俗に反する行為 その他、公序良俗に反する行為


１） 当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で


BIMライブラリーをWeb利用者が使用できなくなった場合、これに起因してユーザーが被っ


た被害に対し責任を負わない。


当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で登


録ユーザーがBIMライブラリーを使用できなくなった場合、これに起因してユーザーが被った


被害に対し責任を負わない。


２） BIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合も、当法人及びオブジェクト提


供者はユーザーに対し責任を負わない。


BIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合も、当法人およびオブジェクト


提供者はユーザーに対し責任を負わない。


３） 二次利用・三次利用の免責


当法人、オブジェクト提供者、ユーザー及びWebサイト事業者は、当Webサイト利用に関連


して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下、


「個人情報」という）について、当Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、その


他の目的には使用しない。


当法人、オブジェクト提供者、ユーザーおよびWebサイト事業者は、当Webサイト利用に関


連して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以


下、「個人情報」という）について、当Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、


その他の目的には使用しない。


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実をユーザーおよび


オブジェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実を登録ユーザーお


よびオブジェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。


ユーザーがBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、そ


の損害を賠償するものとする。


ユーザーがBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、そ


の損害を賠償するものとする。


当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。 当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。


イ） 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合


ロ） 当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の


事由がある場合


当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の


事由がある場合


前条に基づき本事項を解除した場合、当法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブ


ジェクト提供者のBIMオブジェクトを消去することとする。


前条に基づき本事項を解除した場合、当法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブ


ジェクト提供者のBIMオブジェクトを消去することとする。


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁


判所とする。


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁


判所とする。


１４． 規約の解除


１６． 裁判管轄


１３． 損害賠償


１２． 規約の変更


７． 知的所有権の所在


８． 不具合データの修正・更新


９．


１５． データーの消去


個人情報


禁止事項


１０． 免責


１１．








基本規約事項　対応表　
全体


共通項目


基本規約事項　条項毎の対応表
2019/1/31


条 項 臨時総会掲載案（2018/6/28日案） 修正案（2019/1/31） 備考・前回までの意見


頭書き 一般財団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブ


ラリーWebサイト（以下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関等（以


下、ユーザーという）は、当Webサイトを利用する前に以下の基本規約事項（以下、本事項


という）等を守ることとする。


一般財団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブ


ラリーWebサイト（以下、当Webサイトという）を利用する者は、当Webサイトを利用する


前に以下の基本規約事項（以下、本事項という）等を守ることとする。


企業、団体、教育機関等（以下、ユーザーという）→者


ユーザー＝組織に限らず個人も含む表現とした


１． 定義


１） 「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作


成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応した


データを表し、建築向け製品の製造会社もしくはBIMソフトウェアのベンダーから提供される


もの、またはBIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作


成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応した


データを表し、建築向け製品の製造会社もしくはBIMソフトウェアのベンダーから提供される


もの、またはBIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


２） 「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。 「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。


３） 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。


「Webサイト利用者」とは当Webサイトを介してBIMライブラリーにアクセスする者をい


う。


Webサイト利用者の定義を追加


４） 「ユーザー」とはWebサイト利用者およびWebサイト利用者を介してBIMオブジェクトを利


用する全ての者を指す。


「ユーザー」とはWebサイト利用者およびWebサイト利用者を介してBIMオブジェクトを利


用する全ての者を指す。


２． アカウント


「アカウント管理責任者」は当Webサイトを利用するためのアカウントの発行を申請し、


Webサイト利用者のアカウントを管理する者をいう。Webサイト利用者の一が兼ねることが


出来る。


アカウント管理責任者の定義を追加


１） 当Webサイトの利用を希望する者は、当法人に所定の事項を登録してIDおよびパスワードの


組み合わせ（以下、アカウントという）の発行を申請する。当法人は申請者から入手した登


録情報を基にアカウントを発行した時点で、当Webサイトの使用許諾とする。


当Webサイトの利用を希望する者はアカウント管理責任者を定め、当法人に所定の事項を登


録してIDおよびパスワードの組み合わせ（以下、アカウントという）の発行を申請する。当


法人は申請者から入手した登録情報を基にアカウントを発行した時点で、当Webサイトの使


用許諾とする。


利用契約にのみ書くべき？


アカウント発行は申請時？入金確認時？


２） Webサイト利用者は当該アカウントの管理について一切の責任を負い、不正使用されないよ


う適切な処理をする。


アカウント管理責任者は当該アカウントの管理について一切の責任を負い、不正使用されな


いよう適切な処理をする。


Webサイト利用者→アカウント管理責任者


３） Webサイト利用者は当該アカウントを用いて当Webサイトを介してBIMライブラリーにアク


セスすることができる。


Webサイト利用者は当該アカウントを用いて当Webサイトを介してBIMライブラリーにアク


セスすることができる。


Webサイト利用者→アカウント管理責任者


４） Webサイト利用者は、継続利用を希望しないときは当該アカウントの削除を申請することが


できる。当法人はこの申請により、当該アカウントを削除する。


アカウント管理責任者は、継続利用を希望しないときは当該アカウントの削除を申請するこ


とができる。当法人はこの申請により、利用契約を解除し、当該アカウントを削除する。


利用を停止する際に申し出る手間をかけることが実態としてあるかどうか。


課金の有無にも関係。何もしなくても権利だけが続くことは避けたほうがよい。


→課金形態・ビジネスモデルと関係するため未確定


Webサイト利用者→アカウント管理責任者


５） 当法人は、Webサイト利用者が９条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対


するアクセス制限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。


当法人は、Webサイト利用者が９条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対


するアクセス制限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。


３． 利用の範囲


１） Webサイト利用者は、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身


が作成する建築プロジェクト等で使用することができる。


Webサイト利用者は、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身


が作成する建築プロジェクト等で使用することができる。


２） Webサイト利用者は自身以外のユーザーに本規約を周知し、本規約に同意したユーザーは、


Webサイト利用者がダウンロードしたBIMオブジェクトを使用することができる。


Webサイト利用者は自身以外のユーザーに本規約を周知し、本規約に同意したユーザーは、


Webサイト利用者がダウンロードしたBIMオブジェクトを使用することができる。


「Webサイト利用者」「ユーザー」の区別だけでは、ボリュームライセンスへの対応が難しい。


管理者（アカウント管理責任者）が団体内の複数ユーザー（Webサイト利用者）に権限を与える形式であれば、ユーザー数（同時アクセス可能数）による団体向けの課金が可能ではないか。
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条 項 臨時総会掲載案（2018/6/28日案） 修正案（2019/1/31） 備考・前回までの意見


４． 利用状況の開示


Webサイト利用者は、当Webサイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意


する。


Webサイト利用者は、当Webサイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意


する。


５． 守秘義務


当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相


手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利


用してはならない。


当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相


手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利


用してはならない。


６． Webサイトの定期点検


当法人は、Webサイト利用者が当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一


時停止による定期点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前にWebサイト利用者


に周知するものとする。


当法人は、Webサイト利用者が当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一


時停止による定期点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前にWebサイト利用者


に周知するものとする。


７． 知的所有権の所在


ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者に帰


属することを承知の上で利用するものとする。


ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者に帰


属することを承知の上で利用するものとする。


８． 不具合データの修正・更新


ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合


を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合


を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。


当法人は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合があることが明らかになっ


た際には、当該BIMオブジェクトの公開停止等の措置を講ずることができる。


BIMオブジェクトの修正を求めることが出来る？


９． 禁止事項


当法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。 当法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。


イ） 知的財産権の侵害行為 知的財産権の侵害行為


ロ） 当WebサイトからダウンロードしたBIMオブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配


布する行為


当WebサイトからダウンロードしたBIMオブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配


布する行為


ハ） 当Webサイトに対し、故意に不正なデータ、虚偽情報および不正なプログラムを書き込む行


為


当Webサイトに対し、＿不正なデータ、虚偽情報および不正なプログラムを書き込む行為 故意を立件することは難しい。過失を含めてもよいのでは。


「故意に」を削除


ニ） 当法人、ユーザーおよびBIMオブジェクト提供者を誹謗中傷する行為 当法人、ユーザーおよびBIMオブジェクト提供者を誹謗中傷する行為


ホ） 法令などに反する行為 法令などに反する行為 「法律、条令」→「法令」が一般的。


へ） その他、公序良俗に反する行為 その他、公序良俗に反する行為


１０． 免責


１） 当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で


BIMライブラリーをWebサイト利用者が使用できなくなった場合、これに起因してユーザー


が被った被害に対し責任を負わない。


当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で


BIMライブラリーをWebサイト利用者が使用できなくなった場合、これに起因してユーザー


が被った被害に対し責任を負わない。


２） BIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合も、当法人およびオブジェクト


提供者はユーザーに対し責任を負わない。


BIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合も、当法人およびオブジェクト


提供者はユーザーに対し責任を負わない。


二次利用・三次利用の免責の記述の追記が必要か。２）で十分か？


１１． 個人情報


当法人、オブジェクト提供者、ユーザーおよびWebサイト事業者は、当Webサイト利用に関


連して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以


下、「個人情報」という）について、当Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、


その他の目的には使用しない。


当法人、オブジェクト提供者、ユーザーおよびWebサイト事業者は、当Webサイト利用に関


連して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以


下、「個人情報」という）について、当Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、


その他の目的には使用しない。


１２． 規約の変更


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実をユーザーおよび


オブジェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。修正を行う際はその事実をユー


ザーおよびオブジェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。


１３． 損害賠償


ユーザーがBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、そ


の損害を賠償するものとする。


ユーザーがBIMライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、そ


の損害を賠償するものとする。


１４． 規約の解除


当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。 当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。


イ） 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合 契約の解除、ユーザーに対する返金等の記述は必要か？利用規約？（契約？）


ロ） 当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の


事由がある場合


当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の


事由がある場合


１５． データーの消去


前条に基づき本事項を解除した場合、当法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブ


ジェクト提供者のBIMオブジェクトを消去することとする。


前条に基づき本事項を解除した場合、当法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブ


ジェクト提供者のBIMオブジェクトを消去することとする。







条 項 臨時総会掲載案（2018/6/28日案） 修正案（2019/1/31） 備考・前回までの意見


１６． 裁判管轄


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁


判所とする。


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁


判所とする。








BIMオブジェクトライブラリ構築・運用契約　対応表　
全体


共通項目


2019/1/31


条 項 臨時総会掲載案（2018/6/28日案） 2019/1/31WG変更案 備考・前回までの意見


頭書き 一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以下、乙


と称する）は、甲がBIMオブジェクトを乙のサーバーを経由してユーザーへ提供するにあた


り、甲が乙に委託する業務に関して、以下の契約を結ぶものとする。


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以下、乙


と称する）は、甲がBIMオブジェクトを乙のサーバーを経由してユーザーへ提供するにあた


り、甲が乙に委託する業務に関して、以下の契約を結ぶものとする。


１． 定義


１） BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位（窓、


ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個別のデジタルデータ


（以下、BIMオブジェクトという）で構成される。


「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して


作成された形状および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応した


データを表し、建築向け製品の製造会社もしくはBIMソフトウェアのベンダーから提供され


るもの、またはBIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。


基本規約の表現と揃えた


２） 各BIMオブジェクトは、建築向け製品の製造会社またはBIMソフトウェアのベンダーから提供


されるもの、BIMライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、設計者が自社での


利用のために作成したものなどのうち、甲の指示に基づき乙に提供されるものを指す。


「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。 基本規約の表現と揃えた


３） 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。 基本規約の表現と揃えた


知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する権


利を含む。この契約ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。


項目削除 知的財産権の定義は不要


４） ユーザーは、乙のサーバーを使ってBIMライブラリーをアクセスする事に関して甲が使用許諾


を与えた、会社や研究組織の職員、および大学などの教育法人に属する教員およびその指導


を受ける学生を指す。また、甲および甲が承知したBIMオブジェクトの提供者もユーザーとす


る。


「ユーザー」とはWebサイト利用者およびWebサイト利用者を介してBIMオブジェクトを利


用する全ての者を指す。


基本規約の表現と揃えた


５） サーバーは、ユーザーがインターネットを介してBIMオブジェクトをアクセスできる機能を提


供する乙のコンピュータ上の仕組みを指す。


サーバーは、ユーザーがインターネットを介してBIMオブジェクトにアクセスできる機能を提


供する乙のコンピュータ上の仕組みを指す。


てにをは訂正


６） 検索とは、ユーザーがサーバー上でBIMオブジェクトを探す行為を指す。 検索とは、ユーザーがサーバー上でBIMオブジェクトを探す行為を指す。


７） メニューとは、ユーザーがインターネットを介してBIMライブラリー上のBIMオブジェクト


を閲覧、検索、ダウンロードおよびアップロードを行う機能を提供する仕組みを指す。


メニューの定義。「メニュー」でよいか？


２． 委託する業務と確認


１） 乙は、甲が企図したサーバー上のメニューおよびBIMライブラリーを甲と協議の上で構築する


業務、およびBIMオブジェクトのBIMライブラリーへの初期登録業務を、甲から委託され受託


する。この際、乙はまず協議に基づき仕様書を作成するものとする。乙は自身が以前から所


有していたサーバー上の機能を基にしてメニューおよびBIMライブラリーを構築することもで


きるが、甲にその範囲と内容を事前に伝えるものし、仕様書にも明示するものとする。


乙は、甲が企図したサーバー上のメニューおよびBIMライブラリーを甲と協議の上で構築する


業務、およびBIMオブジェクトのBIMライブラリーへの初期登録業務を、甲から委託され受託


する。この際、乙はまず協議に基づき仕様書を作成するものとする。乙は自身が以前から所


有していたサーバー上の機能を基にしてメニューおよびBIMライブラリーを構築することもで


きるが、甲にその範囲と内容を事前に伝えるものし、仕様書にも明示するものとする。


「メニュー」


２）  乙は、構築されたメニューおよびBIMライブラリーを甲およびユーザーが使用できる環境を


契約期間の間、維持する業務を甲から委託され受託する。この期間中にBIMオブジェクトを


BIMライブラリーに登録または変更する業務は、原則として甲またはユーザーが行うものとす


る。


 乙は、構築されたメニューおよびBIMライブラリーを甲およびユーザーが使用できる環境を


契約期間の間、維持する業務を甲から委託され受託する。この期間中にBIMオブジェクトを


BIMライブラリーに登録または変更する業務は、原則として甲またはユーザーが行うものとす


る。


「メニュー」


３） 甲は委託期間の間に、BIMライブラリーの維持に必要なソフトを乙に提供することがある。こ


の場合、乙はサーバー上でそのソフトをユーザーが使用できる機能を設定するものとする。


甲は委託期間の間に、BIMライブラリーの維持に必要なソフトを乙に提供することがある。こ


の場合、乙はサーバー上でそのソフトをユーザーが使用できる機能を設定するものとする。


４）  乙は第二項の業務期間中に、ユーザーのBIMライブラリーの検索の際に、乙のサーバー上の


メニューを経由してユーザーのアクセスがBIMオブジェクトを提供する会社のサイトへ及ぶ事


がある事、およびそのための機能を初期構築の際に付加する事を承諾するものとする。


 乙は第二項の業務期間中に、ユーザーのBIMライブラリーの検索の際に、乙のサーバー上の


メニューを経由してユーザーのアクセスがBIMオブジェクトを提供する会社のサイトへ及ぶ事


がある事、およびそのための機能を初期構築の際に付加する事を承諾するものとする。


「メニュー」


５） 万一、契約が解除された場合には、乙は甲に対して、６０日以内に仕様書およびBIMライブラ


リーおよびメニューのバックアップを甲が読み取れる形式で渡すものとする。


万一、契約が解除された場合には、乙は甲に対して、６０日以内に仕様書およびBIMライブラ


リーおよびメニューのバックアップを甲が読み取れる形式で渡すものとする。


「メニュー」


６） 乙は、甲から委託された業務を第三者に再委託してはならない。 乙は、甲から委託された業務を第三者に再委託してはならない。


基本規約事項と表現を共通化


資料 運15-5







条 項 臨時総会掲載案（2018/6/28日案） 2019/1/31WG変更案 備考・前回までの意見


３． 報酬


１） 甲は乙に対し、初期の環境構築費用として、〇〇〇万円を完了時までに契約時と業務完了時


の２回に分けて支払うものとする。甲は、乙から業務が完了した旨の連絡を受けた後、メ


ニューおよびBIMライブラリーが甲の企図した通りに構築されたか確認するものとする。


甲は乙に対し、初期の環境構築費用として、〇〇〇万円を完了時までに契約時と業務完了時


の２回に分けて支払うものとする。甲は、乙から業務が完了した旨の連絡を受けた後、メ


ニューおよびBIMライブラリーが甲の企図した通りに構築されたか確認するものとする。


「メニュー」


価格未定


２） 甲は、乙に対し、BIMライブラリーサーバーの維持管理費用として、年〇〇〇万円を毎年、双


方で合意した月の月末までに支払うものとする。


甲は、乙に対し、BIMライブラリーサーバーの維持管理費用として、年〇〇〇万円を毎年、双


方で合意した月の月末までに支払うものとする。


価格未定


３） BIMライブラリーサーバー内のBIMライブラリー容量が当初予定した容量を大きく超えた際


は、甲乙は協議の上で前項の費用を見直すものとする。


BIMライブラリーサーバー内のBIMライブラリー容量が当初予定した容量を大きく超えた際


は、甲乙は協議の上で前項の費用を見直すものとする。


４． 管理者


乙は、甲の委託した第二条の業務を実行するにあたり、業務の管理者を決め、甲に知らせる


もととする。管理者は甲からの問い合わせ、および業務遂行上の問題確認とその解決に責任


を持ってあたることとする。


乙は、甲の委託した第二条の業務を実行するにあたり、業務の管理者を決め、甲に知らせる


もととする。管理者は甲からの問い合わせ、および業務遂行上の問題確認とその解決に責任


を持ってあたることとする。


５． ユーザー


１） 甲は、乙に対し新規ユーザーに関する情報を適宜、知らせるものとし、乙はそのユーザーが


BIMライブラリーをアクセスできる様に計らうものとする。


甲は、乙に対し新規ユーザーに関する情報を適宜、知らせるものとし、乙はそのユーザーが


BIMライブラリーにアクセスできる様に計らうものとする。


てにをは訂正


２） BIMライブラリーに関するユーザーの権利は、甲が提供する情報に基づき乙は以下のどれかに


設定するものとする。


BIMライブラリーに関するユーザーの権利は、甲が提供する情報に基づき乙は以下のどれかに


設定するものとする。


イ） BIMライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り BIMライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り


ロ） BIMライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り、更新、書き込み BIMライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り、更新、書き込み


ハ） 自身の提供するBIMオブジェクトに対する検索と読み取り、更新、書き込み、または提供した


以外のBIMオブジェクトの検索と読み取り


自身の提供するBIMオブジェクトに対する検索と読み取り、更新、書き込み、または提供した


以外のBIMオブジェクトの検索と読み取り


６． アクセスの監視


１） 乙は、BIMオブジェクトに対するアクセス情報を収集し、〇ヶ月毎に甲に指定された形式のレ


ポートデータとして知らせるものとする。


乙は、BIMオブジェクトに対するアクセス情報を収集し、〇ヶ月毎に甲に指定された形式のレ


ポートデータとして知らせるものとする。


期間の確認


２） 乙は、BIMオブジェクトに対し、ユーザーが不正に更新または書き込みをした場合、または不


明なユーザーがBIMライブラリーにアクセスした場合は、速やかにその事実を甲に知らせると


共に、そのユーザーのアクセスを拒否するなど適切な措置をとるものとする。


乙は、BIMオブジェクトに対し、ユーザーが不正に更新または書き込みをした場合、または不


明なユーザーがBIMライブラリーにアクセスした場合は、速やかにその事実を甲に知らせると


共に、そのユーザーのアクセスを拒否するなど適切な措置をとるものとする。


７． 知的所有権の所在


１） 乙は、BIMオブジェクトには甲または別の作者の著作権を含む知的財産権がある事を承知し、


その保護に努めるものとする。また、乙はBIMオブジェクトに対する権利を主張しない。


乙は、BIMオブジェクトには甲または別の作者の著作権を含む知的財産権がある事を承知し、


その保護に努めるものとする。また、乙はBIMオブジェクトに対する権利を主張しない。


２） 乙は、BIMライブラリーをアクセスするために作成したメニューおよび機能に対し、甲および


乙の知的財産権がある事を承知するものとする。ただし、乙が甲との契約前から所有してい


た機能に関しては、その範囲と内容を甲に明示し、甲の権利が制限される可能性がある事を


知らせるものとする。


乙は、BIMライブラリーをアクセスするために作成したメニューおよび機能に対し、甲および


乙の知的財産権がある事を承知するものとする。ただし、乙が甲との契約前から所有してい


た機能に関しては、その範囲と内容を甲に明示し、甲の権利が制限される可能性がある事を


知らせるものとする。


８． 免責


１） 甲および乙はBIMライブラリーおよびBIMオブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を


受けたとしても責任を負わない。甲は、ユーザーと結ぶ規約にこの免責事項を明示するもの


とする。


甲および乙は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由


でBIMライブラリーをユーザーが使用できなくなった場合、これに起因してユーザーが被っ


た被害に対し責任を負わない。


基本規約の表現と揃えた（ライブラリーとオブジェクトに分解）


２） 甲および乙はBIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合もユーザーに対


し責任を負わない。


基本規約の表現と揃えた（ライブラリーとオブジェクトに分解）


３） 甲は、ユーザーと結ぶ規約に第一項および第二項を明示するものとする。


９． サーバーのダウン対策


１） 乙は、BIMライブラリーのサーバーが機能不全になる場合に備え、BIMライブラリーおよびメ


ニューのバックアップを適宜取るものとする。


乙は、BIMライブラリーのサーバーが機能不全になる場合に備え、BIMライブラリーおよびメ


ニューのバックアップを適宜取るものとする。


「メニュー」


２） 通常の運用時に万一、BIMライブラリーのサーバーがダウンした場合は、速やかに甲にその事


実を知らせると共に、早急な復旧に努めるものとする。


通常の運用時に万一、BIMライブラリーのサーバーがダウンした場合は、速やかに甲にその事


実を知らせると共に、早急な復旧に努めるものとする。


３） 地震、天災などやむを得ない事情により、サーバーがダウンした場合は、早期復旧に向け甲


と乙は相談して対応するものとする。


地震、天災などやむを得ない事情により、サーバーがダウンした場合は、早期復旧に向け甲


と乙は相談して対応するものとする。


１４． 契約の解除契約の解除


１） 甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。 甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。 基本規約の表現と揃えた上、甲乙とした


イ） 甲がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 甲がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 基本規約の表現と揃えた上、甲乙とした


ロ） 甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など相当の事由がある場合。 甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など相当の事由がある場合。 基本規約の表現と揃えた上、甲乙とした


２） 契約解除が年度途中である場合、維持管理委託費用を月割りした残額を甲乙双方で相談の


上、解約金または違約金を含んで精算するものとする。


契約解除が年度途中である場合、維持管理委託費用を月割りした残額を甲乙双方で相談の


上、解約金または違約金を含んで精算するものとする。


１１． データーの消去







条 項 臨時総会掲載案（2018/6/28日案） 2019/1/31WG変更案 備考・前回までの意見


前条に基づき契約を解除した場合、乙は、第二条３項の作業をした後、責任を持ってBIMライ


ブラリーからBIMオブジェクトを消去する義務を負い、甲はその実施結果を確認するものとす


る。


前条に基づき契約を解除した場合、乙は、第二条３項の作業をした後、責任を持ってBIMライ


ブラリーからBIMオブジェクトを消去する義務を負い、甲はその実施結果を確認するものとす


る。


１２． 守秘義務


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の


有効期間および契約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の


有効期間および契約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。


１３． 期間


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに相


手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するものと


し、以降も同様とする。


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに相


手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するものと


し、以降も同様とする。


期間の確認


１４． 協議


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって


協議し、その問題を解決する者とする。


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって


協議し、その問題を解決するものとする。


誤字訂正


１５． 裁判管轄


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁


判所とする。


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁


判所とする。
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基本規約事項（検討中） 


 


一般財団法人BIMライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供するBIMライブラリーWebサイ


ト（以下、当Webサイトという）を利用する企業、団体、教育機関等（以下、ユーザーという）は、当Webサイ


トを利用する前に以下の基本規約事項（以下、本事項という）等を守ることとする。 


 


第一条 定義 


１） 「BIMオブジェクト」とは、BIMライブラリーコンソーシアムの定める標準仕様に準拠して作成された形状


および属性で構成され、建築設計、積算、施工、運用、維持管理に対応したデータを表し、建築向け製品の製


造会社もしくは BIM ソトウェアのベンダーから提供されるもの、または BIM ライブラリーコンソーシアム


で計画され作成されたものをいう。 


２） 「BIMライブラリー」とは、BIMオブジェクトが集まったものをいう。 


３） 「属性データ」とは、寸法、重量、機能、性能、仕様、取扱説明書等の各種情報を指す。 


４） 「ユーザー」とはWebサイト利用者およびWebサイト利用者を介してBIMオブジェクトを利用する全ての


者を指す。 


 


第二条 アカウント 


１） 当Webサイトの利用を希望する者は、当法人に所定の事項を登録して IDおよびパスワードの組み合わせ


（以下、アカウントという）の発行を申請する。当法人は申請者から入手した登録情報を基にアカウントを


発行した時点で、当Webサイトの使用許諾とする。 


２） Webサイト利用者は当該アカウントの管理について一切の責任を負い、不正使用されないよう適切な処理を


する。 


３） Webサイト利用者は当該アカウントを用いて当Webサイトを介してBIMライブラリーにアクセスすること


ができる。 


４） Webサイト利用者は、継続利用を希望しないときは当該アカウントの削除を申請することができる。当法人


はこの申請により、当該アカウントを削除する。 


５） 当法人は、Webサイト利用者が９条に定める禁止事項に該当した場合、当該アカウントに対するアクセス制


限またはアカウント削除等、必要な措置を講じるものとする。 


 


第三条 利用の範囲 


１） Web サイト利用者は、BIM ライブラリーから必要な BIM オブジェクトをダウンロードし、自身が作成する


建築プロジェクト等で使用することができる。 


２） Web サイト利用者は自身以外のユーザーに本規約を周知し、本規約に同意したユーザーは、Web サイト利用


者がダウンロードしたBIMオブジェクトを使用することができる。 


 


第四条 利用状況の開示 


Webサイト利用者は、当Webサイトの利用状況をオブジェクト提供者に開示することに同意する。 


 


第五条 守秘義務 


当法人、オブジェクト提供者およびユーザーは、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘


密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。 


  


参考資料 
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第六条 Webサイトの定期点検 


当法人は、Webサイト利用者が当Webサイトを継続的に利用できるため、当Webサイトの一時停止による定期


点検を行うものとする。定期点検を行う際には、事前にWebサイト利用者に周知するものとする。 


 


第七条 知的所有権の所在 


ユーザーは、BIMオブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人またはデータ提供者に帰属することを承知


の上で利用するものとする。 


 


第八条 不具合データの修正・更新 


ユーザーおよびオブジェクト提供者は、BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不具合を見つけた際に


は、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとする。 


 


第九条 禁止事項 


当法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。 


イ) 知的財産権の侵害行為 


ロ) 当WebサイトからダウンロードしたBIMオブジェクトを、当法人の許可無く不特定多数に配布する行為 


ハ) 当Webサイトに対し、不正なデータ、虚偽情報および不正なプログラムを書き込む行為 


ニ) 当法人、ユーザーおよびBIMオブジェクト提供者を誹謗中傷する行為 


ホ) 法令などに反する行為 


ヘ) その他、公序良俗に反する行為 


 


第十条 免責 


１） 当法人は、当Webサイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由でBIMライブラリー


をWeb利用者が使用できなくなった場合、これに起因してユーザーが被った被害に対し責任を負わない。 


２） BIMライブラリー内のBIMオブジェクトに不具合があった場合も、当法人およびオブジェクト提供者はユー


ザーに対し責任を負わない。 


 


第十一条 個人情報 


当法人、オブジェクト提供者、ユーザーおよびWebサイト事業者は、当Webサイト利用に関連して相手方から


入手した個人情報（個人情報保護法 2条 1項に定められたものをいう。以下、「個人情報」という）について、当


Webサイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、その他の目的には使用しない。 


 


第十二条 規約の変更 


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実をユーザーおよびオブジェクト提供者


および当サイト事業者に知らせるものとする。 


 


第十三条 損害賠償 


ユーザーが BIM ライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、その損害を賠償す


るものとする。 
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第十四条 規約の解除 


当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。 


イ) 当法人がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合 


ロ) 当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など相当の事由がある場合 


 


第十五条 データの消去 


前条に基づき本事項を解除した場合、当法人は本Webサイト上のBIMライブラリーからオブジェクト提供者の


BIMオブジェクトを消去することとする。 


 


第十六条 裁判管轄 


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
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BIMオブジェクト利用規約（検討中） 


 


BIMライブラリーコンソーシアム（以下、甲という）が提供するBIMライブラリーを利用する企業、団体、教


育機関（以下、乙という）は以下の規約を守るものとする。 


 


第一条 定義 


１） BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位（窓、ドア、照明器


など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）からなる個々のデジタル・オブジェクト（以下、BIMオブジェ


クトという）で構成される。 


２） 各BIMオブジェクトは、建築向け製品の製造会社またはBIMソフトウェアのベンダーから提供されるもの、


BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、その他からなる。設計者も自身の設計に合わ


せてオブジェクトを作成することがあるが、この利用規則では扱わない。 


３） BIMデータは、BIM関連のソフトウェアで作られるデータである。一般にBIMオブジェクトを含んでいる。 


４） 知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する権利を含む。この利


用規則ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。 


５） ユーザーは、甲の提供する BIM ライブラリーを使用する乙の職員または乙の職域内にいる BIM 業務支援の


協力会社関係者を指す。 


 


第二条 アカウント 


１） 甲が提供するBIMライブラリー（以下、BIMライブラリーという）の利用開始にあたり、乙は甲に所定の事


項を届けた上でアカウント発行を要望するものとする。甲は乙より入手した所定事項をBIMライブラリー運


営上に必要な範囲でのみ使用するものとする。 


２） 乙は甲より発行されたアカウントを乙が決めた責任者の管理下におき、アカウントが不正使用されないように


する義務を負う。アカウントの発行をもって乙は利用規則を承諾したことになる。 


３） アカウントを使い、ユーザーは BIM ライブラリーに無償でアクセスし必要な BIM オブジェクトをダウンロ


ードできる。 


４） 乙が、BIMライブラリーを利用しなくなる際には、早急にアカウントの利用停止を甲に知らせるものとする。


甲はこの申し出により、当該アカウントを削除する。 


 


第三条 利用の範囲 


１） ユーザーは、BIMライブラリーから必要なBIMオブジェクトをダウンロードし、自身が作成するBIMデー


タ内で使用することができる。 


２） ユーザーはダウンロードしたBIMオブジェクトを自身の業務に必要な範囲に限りコピーすることができる。 


３） ユーザーは、BIM オブジェクトを甲に無断で修正して使用することはできない。ただし、パラメータ付きの


BIMオブジェクトでは、その許容されたパラメータ値を使用したBIMオブジェクトの利用は認められる。 


 


第四条 知的所有権の所在 


１） ユーザーは、BIM オブジェクトには著作権を含む知的財産権が甲または原データ提供者にあることを承知の


上で利用するものとする。 


２） ユーザーが、BIMオブジェクトを内包するBIMデータを第三者に提供する際には、BIMオブジェクトの内


包事実と知的財産権の所在も合わせて第三者に確実に知らせるものとする。  
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第五条 不具合データの修正・更新 


１） 乙が BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際には、その事実を甲にすみ


やかに知らせるものとする。  


２） 甲は、甲自身または乙が見つけたBIMオブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必要と判断した場合は、


その修正結果をもってBIMライブラリーを更新するものとする。 


３） BIM オブジェクトの原データの提供者が、その製造する製品の改廃などにより原データを修正した場合も、


甲は修正されたBIMオブジェクトの提供を受け更新するものとする。 


４） BIMライブラリーが更新された場合は、甲はその事実を乙に電子メールで知らせるものとする。 


 


第六条 禁止事項 


乙は、ユーザーが BIM ライブラリーに使用に際して以下の行為を行わないように合理的な措置をとるものとす


る。 


イ） データの無断改変・修正・コピーなど、知的財産権の侵害行為 


ロ） ダウンロードした複数のBIMオブジェクトを、無断で別途に立ち上げたサーバーを介して第三者に有償また


は無償で提供する行為 


ハ） 甲のBIMライブラリーのサーバーに対し、無断で不正なデータ、虚偽情報や不正なプログラムを書き込む行


為 


ニ） 甲または乙を誹謗中傷する行為 


ホ） 法律、条例などに反する行為 


ヘ） その他、公序良俗に反する行為 


 


第七条 免責 


１） 甲は、サーバーやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事由で BIMライブラリーを乙が使


用できなった場合、これに起因して乙が被った被害に対し責任を負わない。 


２） 乙は、BIMオブジェクトを使用する際に注意を払って使うものとする。万一、BIMオブジェクトの内容が不


適切であった場合も、乙は甲に対し責任を問わない。 


 


第八条（個人情報） 


甲は、本件業務に関連して乙から入手した個人情報（個人情報保護法 2条 1項に定められたものをいう。以下、


「個人情報」という）について、本契約の目的の範囲で取り扱うものとし、その他の目的には使用しない。 


 


第九条 規約の変更 


甲は、必要に応じ利用規則の修正を行うことができる。その修正の事実を乙に電子メールで知らせるものとする。 


 


第十条 損害賠償 


乙が BIM ライブラリーの使用に際し、甲に被害を与えたことが明らかな場合は、その損害を賠償するものとす


る。 
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第十一条 協議 


１） 本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、その問題


を解決するものとする。 


２） 前項の解決策によっては規約を変更し、乙にその旨を電子メールで知らせるものとする。 


 


第十二条（裁判管轄） 


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 


 


以上 
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BIMオブジェクト提供契約 A（検討中）（主として対メーカー） 


 


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以下、乙と称する）は、乙


が作成したBIMオブジェクトを甲に提供するに際して以下の契約を結ぶものとする。 


 


第一条 定義 


１） BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位（窓、ドア、照明器


など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個別のデジタルデータ（以下、BIMオブジェクトという）


で構成される。 


２） 各BIMオブジェクトは、建築向け製品の製造会社またはBIMソフトウェアのベンダーから提供されるもの、


BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、設計者が自社での利用のために作成したもの


などのうち、甲に提供されるものを指す。 


３） 知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する権利を含む。この契


約ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。 


４） ユーザーは、甲の運営するBIMライブラリーに関して甲が使用許諾を与えた、会社や研究組織の職員、およ


び大学などの教育法人に属する教員およびその指導を受ける学生を指す。 


５） サーバーは、ユーザーがインターネットを介してBIMオブジェクトをアクセスできる機能を提供するコンピ


ュータ上の仕組みを指す。甲は、この仕組みを第三者のサーバー上に設定することがあるが、その場合も甲の


サーバーと称する。 


６） 検索とは、ユーザーがサーバー上でBIMオブジェクトを探す行為を指す。 


 


第二条 提供準備 


１） 乙は、自身の提供するBIMオブジェクトを甲の指定する形式に沿うように作成または修正するものとする。 


２） 乙は自身のBIMオブジェクトをユーザーが検索しやすくするため、甲の指定する形式に基づいた検索データ


をBIMオブジェクトとは別に作成するものとする。 


３） 甲は、乙の提供する予定のBIMオブジェクトが甲の指定する形式に合致しているかどうかをユーザーに提供


する前に検査する事ができ、その合否を乙に知らせるものとする。 


４） 前項に先立ち、乙は甲に対し、甲の検査方法を使って合否を自身で判定する手段を乙に提供する様に要望する


事ができる。 


５） 乙は、BIM オブジェクトまたは検索データを甲の指定する形式で作成する際に問題が生じ解決が難しい場合


は、その問題内容を明示し、可能であれば修正案も提示するものとする。 


６）  


第三条 提供方法 


乙は甲に対し BIM オブジェクトと検索データを提供するに際し、以下のどちらかの方法を取るものとし、甲に


その方法を知らせるものとする。 


１） BIMオブジェクトおよび検索データを甲に提供し、甲のサーバー上にどちらも置く。 


２） BIMオブジェクトは乙のサーバーにおき、検索データのみを甲のサーバー上に置く。この場合、乙のオブジェ


クトは甲のサーバーを経由して乙のサーバーからアクセスされる。 
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第四条 使用許諾 


１） 乙は、乙の作成したBIMオブジェクトを、甲が運営するサーバーを介してユーザーが無償で使用する事を認


めるものとする。 


２） 乙は、ユーザーが自身の受注した業務のために乙のBIMオブジェクトが含まれるBIMデータを作成し、当該


受注業務に関係する建築主、施工会社、施設管理会社などの第三者に渡す可能性があることを承知するものと


する。 


３） 乙は、甲が乙から提供を受けたBIMオブジェクトを乙の所有していないソフトウェアでも使用できる様に加


工して、新しいBIMオブジェクトを作成することがあることを認めるものとする。この場合、乙は加工し新


しく作成したBIMオブジェクトの検証を求めることができる。 


 


第五条 知的所有権の所在 


乙は、BIMオブジェクトに対し著作権を含む知的財産権が乙にある事を主張する際は、以下の方法を取るもの


とする。 


１） 甲にBIMオブジェクトを提供する際に、権利の所在を検索データに明示する。 


２） ユーザーが権利の所在を知るため、BIM オブジェクト内部にコメントを残す、必要に応じ乙のサーバー上に


明示する。 


３） 乙は、前条３項により甲が加工したBIMオブジェクトを作成した場合、甲に対して前２項のどちらかの権利


所在を含むように求めることができる。 


 


第六条 検索履歴 


甲は、乙からBIMオブジェクトの提供を受けた後は、〇ヶ月ごとに乙の提供するBIMオブジェクトに対する


検索履歴などのレポートを乙に提供するものとする。 


 


第七条 不具合データの修正・更新  


１） 甲または乙が BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際には、その事実を


乙または甲にすみやかに知らせるものとする。  


２） 甲または乙は、見つかったBIMオブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必要と判断した場合は、その修


正結果をもってBIMライブラリーを更新するものとする。 


３） 乙が、その製造する製品の改廃などにより原データを修正した場合も、甲は修正された BIMオブジェクトの


提供を受け更新するものとする。 


 


第八条 責任範囲 


乙は甲に提供した BIM オブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受けたとしても責任を負わない。ま


た甲もユーザーの損害に対する責任を負わない。甲は、ユーザーに対する規約にこの免責事項を含むものとする。 


 


第九条 契約の解除 


甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。 


１） 甲がBIMライブラリーの運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


２） 甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など、相当の事由がある場合。 
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第十条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、甲は責任を持ってBIMライブラリーから乙のBIMオブジェクトを消去する


義務を負い、乙はその実施結果を確認するものとする。 


 


第十一条 守秘義務 


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の有効期間および契


約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。 


 


第十二条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに相手方に対し書面によ


る通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するものとし、以降も同様とする。 


 


第十三条 協議 


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、その問題を


解決する者とする。 


 


第十四条（裁判管轄）  


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 


 


以上 
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BIMオブジェクト作成・利用契約 B（検討中）（主として対ベンダー） 


 


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以下、乙と称する）は、乙


が作成したBIMオブジェクトを甲に提供するに際して以下の契約を結ぶものとする。 


 


第一条 定義 


１） BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位（窓、ドア、照明器


など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個別のデジタルデータ（以下、BIMオブジェクトという）


で構成される。 


２） 各BIMオブジェクトは、建築向け製品の製造会社またはBIMソフトウェアのベンダーから提供されるもの、


BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、設計者が自社での利用のために作成したもの


などのうち、甲に提供されるものを指す。 


３） 知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する権利を含む。この契


約ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。 


４） ユーザーは、甲の運営するBIMライブラリーに関して甲が使用許諾を与えた、会社や研究組織の職員、およ


び大学などの教育法人に属する教員およびその指導を受ける学生を指す。 


５） サーバーは、ユーザーがインターネットを介してBIMオブジェクトをアクセスできる機能を提供するコンピ


ュータ上の仕組みを指す。甲は、この仕組みを第三者のサーバー上に設定することがあるが、その場合も甲の


サーバーと称する。 


６） 検索とは、ユーザーがサーバー上でBIMオブジェクトを探す行為を指す。 


 


第二条 提供準備 


１） 乙は、自身のソフトウェアで使用できるBIMオブジェクトを甲の指定する形式に沿うように作成または修正


して提供するものとする。また、このBIMオブジェクトを自身のソフトウェアに組み込むこともできる。 


２） 乙は自身のBIMオブジェクトをユーザーが検索しやすくするため、甲の指定する形式に基づいた検索データ


をBIMオブジェクトとは別に作成するものとする。 


３） 乙は、甲が所有するBIMオブジェクトの検査ソフトを使って、作成または修正したBIMオブジェクトを検査


するものとする。 


４） 乙は、BIM オブジェクトまたは検索データを甲の指定する形式で作成する際に問題が生じ解決が難しい場合


は、その問題内容を明示し、可能であれば修正案も提示するものとする。 


 


第三条 提供方法 


乙は甲に対し BIM オブジェクトと検索データを提供するに際し、以下のどちらかの方法を取るものとし、甲に


その方法を知らせるものとする。 


１） BIMオブジェクトおよび検索データを甲に提供し、甲のサーバー上にどちらも置く。 


２） BIMオブジェクトは乙のサーバーにおき、検索データのみを甲のサーバー上に置く。この場合、乙のオブジェ


クトは甲のサーバーを経由して乙のサーバーからアクセスされる。 
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第四条 使用許諾 


１） 乙は、乙の作成したBIMオブジェクトを、甲が運営するサーバーを介してユーザーが無償で使用する事を認


めるものとする。 


２） 乙は、ユーザーが自身の受注した業務のために乙のBIMオブジェクトが含まれるBIMデータを作成し、当該


受注業務に関係する建築主、施工会社、施設管理会社などの第三者に渡す可能性があることを承知するものと


する。 


３） 乙は、甲が乙から提供を受けたBIMオブジェクトを乙の所有していないソフトウェアでも使用できる様に加


工して、新しいBIMオブジェクトを作成することがあることを認めるものとする。この場合、乙は加工し新


しく作成したBIMオブジェクトの検証を求めることができる。 


 


第五条 知的所有権の所在 


乙は、BIMオブジェクトに対し著作権を含む知的財産権が乙にある事を主張する際は、以下の方法を取るもの


とする。 


１） 甲にBIMオブジェクトを提供する際に、権利の所在を検索データに明示する。 


２） ユーザーが権利の所在を知るため、BIM オブジェクト内部にコメントを残す、必要に応じ乙のサーバー上に


明示する。 


３） 乙は、前条３項により甲が加工したBIMオブジェクトを作成した場合、甲に対して前２項のどちらかの権利


所在を含むように求めることができる。 


 


第六条 検索履歴 


甲は、乙からBIMオブジェクトの提供を受けた後は、〇ヶ月ごとに乙の提供するBIMオブジェクトに対する


検索履歴などのレポートを乙に提供するものとする。 


 


第七条 不具合データの修正・更新 


１） 甲または乙が BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際には、その事実を


乙または甲にすみやかに知らせるものとする。  


２） 甲または乙は、見つかったBIMオブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必要と判断した場合は、その修


正結果をもってBIMライブラリーを更新するものとする。 


３） 乙が、その製造する製品の改廃などにより原データを修正した場合も、甲は修正された BIMオブジェクトの


提供を受け更新するものとする。 


 


第八条 責任範囲 


乙は甲に提供した BIM オブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受けたとしても責任を負わない。ま


た甲もユーザーの損害に対する責任を負わない。甲は、ユーザーに対する規約にこの免責事項を含むものとする。 


 


第九条 契約の解除 


甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。 


１） 甲がBIMライブラリーの運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


２） 甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など、相当の事由がある場合。 
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第十条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、乙の BIM オブジェクトのどのデータを消去するかを甲と相談するものとす


る。消去する場合、甲は責任を持ってBIMライブラリーから該当する乙のBIMオブジェクトを消去する義務を負


い、乙はその実施結果を確認するものとする。 


 


第十一条 守秘義務 


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の有効期間および契


約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。 


 


第十二条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに相手方に対し書面によ


る通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するものとし、以降も同様とする。 


 


第十三条 協議 


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、その問題を


解決する者とする。 


 


第十四条（裁判管轄）  


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 


 


以上 
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BIMライブラリー構築・運用契約（検討中） 


 


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以下、乙と称する）は、甲


が BIM オブジェクトを乙のサーバーを経由してユーザーへ提供するにあたり、甲が乙に委託する業務に関して、


以下の契約を結ぶものとする。 


 


第一条 定義 


１） BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を持った部位（窓、ドア、照明器


など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表す個別のデジタルデータ（以下、BIMオブジェクトという）


で構成される。 


２） 各BIMオブジェクトは、建築向け製品の製造会社またはBIMソフトウェアのベンダーから提供されるもの、


BIM ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたもの、設計者が自社での利用のために作成したもの


などのうち、甲の指示に基づき乙に提供されるものを指す。 


３） 知的財産権には、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに関係する権利を含む。この契


約ではBIMオブジェクトに関する知的財産権を扱う。 


４） ユーザーは、乙のサーバーを使ってBIMライブラリーをアクセスする事に関して甲が使用許諾を与えた、会


社や研究組織の職員、および大学などの教育法人に属する教員およびその指導を受ける学生を指す。また、甲


および甲が承知したBIMオブジェクトの提供者もユーザーとする。 


５） サーバーは、ユーザーがインターネットを介してBIMオブジェクトをアクセスできる機能を提供する乙のコ


ンピュータ上の仕組みを指す。 


６） 検索とは、ユーザーがサーバー上でBIMオブジェクトを探す行為を指す。 


 


第二条 委託する業務と確認 


１） 乙は、甲が企図したサーバー上のメニューおよびBIMライブラリーを甲と協議の上で構築する業務、および


BIMオブジェクトのBIMライブラリーへの初期登録業務を、甲から委託され受託する。この際、乙はまず協


議に基づき仕様書を作成するものとする。乙は自身が以前から所有していたサーバー上の機能を基にしてメニ


ューおよびBIMライブラリーを構築することもできるが、甲にその範囲と内容を事前に伝えるものし、仕様


書にも明示するものとする。 


２） 乙は、構築されたメニューおよびBIMライブラリーを甲およびユーザーが使用できる環境を契約期間の間、


維持する業務を甲から委託され受託する。この期間中に BIM オブジェクトを BIM ライブラリーに登録また


は変更する業務は、原則として甲またはユーザーが行うものとする。 


３） 甲は委託期間の間に、BIMライブラリーの維持に必要なソフトを乙に提供することがある。この場合、乙はサ


ーバー上でそのソフトをユーザーが使用できる機能を設定するものとする。 


４） 乙は第二項の業務期間中に、ユーザーのBIMライブラリーの検索の際に、乙のサーバー上のメニューを経由


してユーザーのアクセスがBIMオブジェクトを提供する会社のサイトへ及ぶ事がある事、およびそのための


機能を初期構築の際に付加する事を承諾するものとする。 


５） 万一、契約が解除された場合には、乙は甲に対して、６０日以内に仕様書およびBIMライブラリーおよびメ


ニューのバックアップを甲が読み取れる形式で渡すものとする。 


６） 乙は、甲から委託された業務を第三者に再委託してはならない。 
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第三条 報酬 


１） 甲は乙に対し、初期の環境構築費用として、〇〇〇万円を完了時までに契約時と業務完了時の２回に分けて支


払うものとする。甲は、乙から業務が完了した旨の連絡を受けた後、メニューおよびBIMライブラリーが甲


の企図した通りに構築されたか確認するものとする。 


２） 甲は、乙に対し、BIMライブラリーサーバーの維持管理費用として、年〇〇〇万円を毎年、双方で合意した月


の月末までに支払うものとする。 


３） BIMライブラリーサーバー内のBIMライブラリー容量が当初予定した容量を大きく超えた際は、甲乙は協議


の上で前項の費用を見直すものとする。 


 


第四条 管理者 


乙は、甲の委託した第二条の業務を実行するにあたり、業務の管理者を決め、甲に知らせるもととする。管理者


は甲からの問い合わせ、および業務遂行上の問題確認とその解決に責任を持ってあたることとする。 


 


第五条 ユーザー 


１） 甲は、乙に対し新規ユーザーに関する情報を適宜、知らせるものとし、乙はそのユーザーが BIMライブラリ


ーをアクセスできる様に計らうものとする。 


２） BIM ライブラリーに関するユーザーの権利は、甲が提供する情報に基づき乙は以下のどれかに設定するもの


とする。 


イ）BIMライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り 


ロ）BIMライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り、更新、書き込み 


ハ）自身の提供するBIMオブジェクトに対する検索と読み取り、更新、書き込み、または提供した以外のBIM


オブジェクトの検索と読み取り 


 


第六条 アクセスの監視 


１） 乙は、BIM オブジェクトに対するアクセス情報を収集し、〇ヶ月毎に甲に指定された形式のレポートデータ


として知らせるものとする。 


２） 乙は、BIMオブジェクトに対し、ユーザーが不正に更新または書き込みをした場合、または不明なユーザーが


BIM ライブラリーにアクセスした場合は、速やかにその事実を甲に知らせると共に、そのユーザーのアクセ


スを拒否するなど適切な措置をとるものとする。 


 


第七条 知的所有権の所在 


１） 乙は、BIM オブジェクトには甲または別の作者の著作権を含む知的財産権がある事を承知し、その保護に努


めるものとする。また、乙はBIMオブジェクトに対する権利を主張しない。 


２） 乙は、BIM ライブラリーをアクセスするために作成したメニューおよび機能に対し、甲および乙の知的財産


権がある事を承知するものとする。ただし、乙が甲との契約前から所有していた機能に関しては、その範囲と


内容を甲に明示し、甲の権利が制限される可能性がある事を知らせるものとする。 


 


第八条 免責 


甲および乙はBIMライブラリーおよびBIMオブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受けたとしても


責任を負わない。甲は、ユーザーと結ぶ規約にこの免責事項を明示するものとする。 
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第九条 サーバーのダウン対策 


１） 乙は、BIMライブラリーのサーバーが機能不全になる場合に備え、BIMライブラリーおよびメニューのバッ


クアップを適宜取るものとする。 


２） 通常の運用時に万一、BIM ライブラリーのサーバーがダウンした場合は、速やかに甲にその事実を知らせる


と共に、早急な復旧に努めるものとする。 


３） 地震、天災などやむを得ない事情により、サーバーがダウンした場合は、早期復旧に向け甲と乙は相談して対


応するものとする。 


 


第十条 契約の解除 


１） 甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。 


イ）甲がBIMライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


ロ）甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など相当の事由がある場合。 


２） 契約解除が年度途中である場合、維持管理委託費用を月割りした残額を甲乙双方で相談の上、解約金または違


約金を含んで精算するものとする。 


３）  


第十一条 データの消去 


前条に基づき契約を解除した場合、乙は、第二条３項の作業をした後、責任を持ってBIMライブラリーからBIM


オブジェクトを消去する義務を負い、甲はその実施結果を確認するものとする。 


 


第十二条 守秘義務 


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の有効期間および契


約解除後も第三者に漏らし、または利用してはならない。 


 


第十三条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに相手方に対し書面によ


る通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するものとし、以降も同様とする。 


 


第十四条 協議 


本規約に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、その問題を


解決する者とする。 


 


第十五条（裁判管轄）  


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 


 


以上 


 


 





